
令和５年度　地域包括支援センター事業評価結果

１　組織運営体制等 ◎または▲とした理由、特記事項 ◎または▲とした理由、特記事項 ◎または▲とした理由、特記事項 ◎または▲とした理由、特記事項 ◎または▲とした理由、特記事項

(1)　組織運営体制
1

○ ○ ○ ○ ○

1-1

◎

月1回法人の運営会議において事業計画の進
捗状況を報告している。また、包括内会議にて
実施状況を確認している。 ◎

全体目標と各職種ごとに実施計画を作成し、
事業計画としている。半期ごとに進捗状況及
び達成率について上半期、下半期に報告し、
評価及び助言・指導を受けている。

◎

全体目標と職種別事業計画書を作成。毎月、
法人会議において進捗状況を報告し情報共有
を図っている。包括内の会議において報告し
た内容を共有している。

◎

包括内会議にて進捗状況を確認し、月に１回
法人で行う会議にて進捗状況を報告し、情報
共有を図っている。 ◎

毎月法人の実績会議において、事業計画の進
捗状況を報告している。また、包括内会議にて
報告した内容を共有し実施状況を確認してい
る。

2

○ ○ ○ ○ ○

3

○ ○ ○ ○ ○

4

○ ○ ○ ○ ○

4-1

◎

毎朝のミーティングにおいて情報共有を図って
いる他、必要時に会議を開催している。

◎

毎朝の朝礼、月1回のカンファレンスにおい
て、連絡会議報告し、情報共有するとともに報
告書を作成し回覧にて全員で共有、さらに詳
細について専門職間で共有を図っている。

◎

朝礼（毎日）、センター会議（月1回）を通じて情
報共有を図っている。

◎

毎日の朝礼や包括会議（月に1回）において情
報共有を行っている。

◎

毎朝の朝礼や包括会議・ケース確認において
情報共有を図っている。

5

○ ○ ○ ○ ○

6

◎

■介護予防
・出前講座を開催し、介護予防の周知、虚弱
高齢者の発見に努める。また、再開した社協
のいきいきサロン、100円喫茶にも積極的に出
向く。
・わくわく体操会再開に伴い、生活支援コー
ディネーターと連携し、会が継続できるよう支
援する。
・介護予防リーダー交流会を定期的に開催し、
情報交換を行う。
･包括新聞を発行し、介護予防を周知する。
■認知症施策
・認知症声掛け訓練を実施する。（目標1年1
回）
・チームオレンジ活動。今年度は当事者の
チーム員が増えるよう取り組む。
・オレンジカフェでは、本人、家族が通いたくな
るよう内容を工夫し、継続して参加してもらえ
るよう、送迎等の課題を検討する。
■地域ケア会議
・介護予防のための個別ケア会議及び地域ケ
ア圏域推進会議を開催、多職種と連携し、地
域課題を検討、地域と共に協働して解決に取
り組むと共に、市へ対応策を提言する。
・生活支援コーディネーターが中心となり、地
域の担い手の育成に取り組む。
■在宅医療・介護連携推進
・顔の見える関係を築くことができるよう参集で
の事例検討会、意見交換会を行う。

◎

①介護予防
介護予防拠点の見守り継続、新規立ち上げ希
望団体に対して支援を実施する。また、介護
予防リーダーやわくわく体操会代表者との交
流会を実施する。
②認知症施策
（１）認知症地域支援推進：医療・介護機関を
はじめ、企業等との連携強化及び認知症に対
する正しい理解をしていただけるよう認知症声
掛け訓練や認知症サポーター養成講座の企
画開催を行う。また、オレンジカフェ・介護者教
室を開催し、認知症の方や家族が暮らしやす
い地域を目指す。
「チームオレンジ」の活動として、ステップアッ
プ講座の開催に向けて、地域の特性を勘案し
企画・立案・実施する。
（２）認知症初期集支援チーム：年５件の新規
対応を行い、サポート医療機関と月１回会議を
実施する。
③地域ケア会議
地域ケア個別ケア会議・介護予防のための地
域ケア個別会議・地域ケア圏域推進会議・地
域ケア推進会議を実施することで自立支援、
介護予防に着目した検討会議を実施する。
会議により不足の資源について地域資源開発
のために協議体の開催及び、地区ごとの地域
課題解決に向けた会議、意見交換を行う。

◎

①介護予防
・地域の集会所などを利用してとしとらん塾を
実施。通いの場の少ない地域に重点を置き、
参加への働きかけを行う。
・通いの場に来られなくなった方へ安否確認、
既存団体の活動状況の確認と相談対応。
・介護予防リーダーやボランティアの積極的な
活用。介護予防リーダーの交流会を開催。
②認知症施策の地域推進
・認知症カフェを活用した見守り体制づくり・地
域とのつながりづくり。
・認知症サポーター養成講座の企画開催に取
り組む。
・出前講座を通じて認知症の理解を深める活
動を実施。
・認知症初期集中支援チームによる速やかな
対応の継続
・認知症声掛け訓練の推進
③地域ケア会議の継続実施
・自立支援・介護予防を目的に介護予防のた
めの地域ケア個別会議・地域ケア個別会議を
開催。住民全体で地域を考えることを目的に
地域ケア圏域推進会議を開催。地域ケア会議
を通じて医療・介護職と地域との交流を図る。

◎

①住民主体の互いに気にかけ合う地域づくり
の推進
地域共生社会を目指し、ラジオ体操や通いの
場へ積極的に足を運び、身近な地域での見守
りの大切さを伝えている。
②地域の支え合いと個別ケースの連携支援
予防のための地域ケア個別会議を地域別に
開催。今年度は、宮前ローズタウン、弥勒町、
佐倉城の辺地区が対象。民生委員や地域の
生活支援者等も交えて、要支援者が地域で暮
らし続けることについて話し合い、生活支援
コーディネーターと連携して、平時から気にか
け合うことができる地域づくりにつなげている。
③在宅医療介護の連携推進
顔の見える関係づくりを目的とした情報交換会
を開催。地域住民向けの在宅医療介護に関す
る出前講座を開催している。
④専門職が積極的に地域へ出向けるように支
援
地域ケア個別会議や地域ケア圏域推進会議
に参加された理学療法士、薬剤師などがチー
ムとなり、地域のサロンなどの支援を実施。受
診未満の相談や、体力測定など、虚弱な高齢
者が徒歩圏内で健康を維持するための場づく
りを行う。

◎

①地域ケア会議
多職種との連携を行いながら、個別課題から
地域課題を考え、地域住民と共に対応策を検
討している。圏域のケアマジメントの質の向上
とケア会議の周知を目的に、助言者以外のケ
アマネジャーも参加できるよう開催前に声を掛
け開かれた会議となるよう行っている。

②認知症カフェを活用した見守りづくり
周囲と交流が少なくなり、見守りや定期的な状
況確認が必要な方を中心に参加を促し、カフェ
を通して見守りを行っている。また、様々なボ
ランティアに声掛けし、地域交流を図ってい
る。

③在宅医療・介護連携推進事業
佐倉南部地域在宅医療介護連携会議におい
て医療と介護が連携する上での課題の抽出と
対応策について専門職が集まり協議してい
る。また、脳神経疾患の地域医療・介護の会
において課題を抱える事例を提供し、支援方
法について検討した。

7

▲

保健師の採用はできていないが、経験のある
看護師を配属している。 ▲

保健師の採用はできていないが、経験のある
看護師を配属している。 ○ ○ ▲

保健師の採用はできていないが、経験のある
看護師を配属している。

7-1

○ ○ ○ ○ ○

7-2

○ ○ ▲

令和5年度は採用の決まっていた職員の辞退
が続いたことにより、4月～5月に1名の欠員が
生じた。6月より欠員なく配置。 ○ ▲

職員の退職に伴い8/1より欠員となっている。
（随時採用募集はかけており、採用通知・内諾
まで至ったケースもあったが、相手方の事情に
より辞退がつづいたもの）

8

○ ○ ○ ○ ○

9

○

県、市、医療機関、その他民間主催の研修の
案内は、職員全員に周知し、積極的に参加し
ている。 ○

県や市、医療機関、佐倉市ケアマネ協議会等
が主催する研修会に積極的に参加している。
新任職員に対しては、オリエンテーション実
施。毎月1回、法人で開催される研修会に全員
参加している。

○

国や県、県社協や医療機関等の主催で開催さ
れるセンター業務に関連する研修や専門職と
してスキルアップに必要な研修（オンライン研
修を含む）には積極的に参加している。

○

県や市、関係機関や法人主催の研修に積極
的に参加している。

○

研修案内があった場合は職員に周知し、包括
業務に関する研修や法人主催の職員研修に
積極的に参加するようにしている。

センターに在籍する全ての職員に対して、
センターまたは受託法人が、職場での仕
事を離れての研修（Off-JT）を実施してい
るか。

三職種を欠員期間なく配置している。

センター職員が休職、退職等により欠員と
なったときには、1か月以内に代替職員を
配置できる。

市町村から、年度当初までに、センター職
員を対象とした研修計画が示されている
か。

市町村が定める運営方針の内容に沿っ
て、センターの事業計画を策定している
か。

センターの全職員が事業計画案の策定に
参画し、事業計画の進捗確認を計画的に
行っている。

事業計画の策定に当たって、市町村と協
議し、市町村から受けた指摘がある場
合、これを反映しているか。

市町村の支援・指導の内容により、逐次、
センターの業務改善が図られているか。

市町村が設置する定期的な連絡会合に、
毎回、出席しているか。

連絡会合の内容について、センター職員
全員で情報共有を行っている。

センター指標 志津北部（自己評価） 志津南部（自己評価） 臼井・千代田（自己評価） 佐倉（自己評価） 南部（自己評価）

市町村から、担当圏域の現状やニーズの
把握に必要な情報の提供を受けている
か。

把握した担当圏域の現状やニーズに基づ
き、センターの実情に応じた重点業務を明
らかにしているか。

市町村から配置を義務付けられている3
職種を配置しているか（※それぞれの職
種の準ずる者は含まない）。

1



センター指標 志津北部（自己評価） 志津南部（自己評価） 臼井・千代田（自己評価） 佐倉（自己評価） 南部（自己評価）
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◎

包括独自のマニュアルを作成、災害時の対応
及び連絡・報告体制を整備している。また、災
害に備え備品も確保している。他に、災害伝言
ダイヤルの訓練を定期的に行っている。

◎

市が作成した事故発生時の報告取扱い要領
に基づき、対応するとともに、報告書を提出し
ている。災害・事故発生時には、包括支援セン
ターで作成した連絡網により、連絡体制を整備
している。また、法人で作成したマニュアルを
整備している。ＢＣＰ策定委員会を毎月開催
し、出席している。

◎

市が作成した事故発生時の対応の報告取り
扱い要領に基づき対応するとともに報告書を
作成している。法人作成のマニュアルを整備
し、事故が発生した場合には適切な対応がで
きるよう連絡・報告体制を整備している。 ◎

リスクアセスメント実施要領、緊急時対応マ
ニュアル、佐倉市地域包括支援センターにお
ける事故発生時の報告取り扱い要領、佐倉地
域包括支援センター緊急時連絡網により連
絡・報告体制を整備している。 ◎

法人内のマニュアルに基づき対応すると共
に、報告書を提出している。また、職員の連絡
網を整備しており、緊急時や災害時には職員
間で連絡が取れる体制を整えている。

10

○ ○ ○ ○ ○

11

○ ○ ○ ○ ○

12

◎

法人ホームページを活用し周知している他、
独自に作成したパンフレット及び定期的に発
行している包括便りを、郵便局、コミセン等に
て配架している。10/8イオンユーカリが丘店に
て出張相談会を開催予定（歩行解析〔トルト〕
を実施する予定で歩行に不安がある方を相談
に見込む）。

◎

独自で作成したパンフレットや包括だよりを年2
回作成、地域住民に回覧や掲示（コンビニ、郵
便局、スーパー）関係機関に配布している。

◎

独自のパンフレットや包括通信（事業内容や
今後の予定を紹介）を作成し、住民や関係機
関に配布している。

◎

包括独自で作成したパンフレットの他、「佐倉
地域包括支援センターだより」を年3回、「ほけ
んだより」を年4回、「生活支援コーディネー
ター通信」を1回発行し周知を行っている。また
法人のホームページを活用し情報を発信して
いる。

◎

包括たよりや独自のパンフレットを作成し、普
及啓発のため地域に出向いた際に配布してい
る。法人のホームページにおいても総合相談
センターの情報を掲載し、ブログに事業の案
内や報告を載せて地域の方に発信している。
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○

次の団体等の中から選択
☑自治会・町内会　☑民生委員
☑商店会  ☑郵便局　　☑銀行
☑警察　　☑消防  ☑地区社協
☑まちづくり団体　　☑ボランティア団体
☑その他（医療機関、薬局、高齢者クラブ、マ
ンション管理室）

○

次の団体等の中から選択
☑自治会・町内会　☑民生委員
☑商店会  ☑郵便局　　☑銀行
☑警察　　☑消防  ☑地区社協
☑まちづくり団体　　☑ボランティア団体
☑その他（　医療機関、薬局、法律事務所、コ
ンビニエンスストア、パチンコ店、美容室、不動
産会社、中学校、保育園、レストラン等）

○

次の団体等の中から選択
☑自治会・町内会　☑民生委員
☑商店会  ☑郵便局　　☑銀行
☑警察　　☑消防  ☑地区社協
☑まちづくり団体　　☑ボランティア団体
☑その他（医療機関・薬局・高齢者クラブ・配
食サービスなど）

○

次の団体等の中から選択
☑自治会・☑町内会　☑民生委員
☑商店会 ☑郵便局　　☑銀行
☑警察　 ☑消防 ☑地区社協
☑まちづくり団体　　☑ボランティア団体
☑その他（医療機関・薬局・高齢者クラブ）

○

次の団体等の中から選択
☑自治会・町内会　☑民生委員
☑商店会  ☑郵便局　　☑銀行
☑警察　　☑消防  ☑地区社協
☑まちづくり団体　　☑ボランティア団体
☑その他（医療機関、高齢者クラブ、自治会、
配食サービスなど　）

17.0 17 17 17 18 16

94.4% 94.4% 94.4% 94.4% 100.0% 88.9%

(2)　個人情報の管理
13

○ ○ ○ ○ ○

13-1

○

職員全員に個人情報の管理について説明、確
認を行っている。

◎

5/8個人情報保護に関する知識向上を目的と
した勉強会を包括カンファレンスの際に30分程
度実施。6/12に法人内研修実施し、職員全員
参加（年1回1時間程度）

○

センター会議にて個人情報の適正な管理につ
いて意見交換等を実施した。

○ ○

14

○ ○ ○ ○ ○

15

○ ○ ○ ○ ○

16
○ ○ ○ ○ ○

5.0 5 5 5 5 5

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(3)　利用者満足の向上
17

○ ○ ○ ○ ○

17-1
○

苦情があった場合は、センター職員で協議し、
対応方法、再発防止策を検討している。 ○

苦情があった場合は、朝礼やカンファレンス、
または臨時に会議を開催し、情報共有及び再
発防止対策について検討している。

○

苦情があった場合には、臨時のセンター会議
を速やかに開催し、対応方法や再発防止に関
する対応について検討し実施している。

○

苦情処理委員会を年に2回開催。法人経営会
議で報告し、包括内には包括内会議で共有し
再発防止に努めている。

○

苦情があった場合は、朝礼やカンファレンスに
て情報の共有を行うとともに、対応方法や再発
防止策について検討している。

17-2
○ ○

苦情があった場合には、速やかに記録に残
し、市に報告を行っている。 ○

苦情があった場合は、市に報告をするとともに
苦情記録簿を作成して提出している。 ○ ○

苦情があった場合には苦情受付簿を作成し、
市に報告を行っている。

17-3

○

苦情の有無及び内容、対応策等報告書を作
成し、法人の毎月の運営会議にて報告してい
る。

○

苦情があった場合には、包括内で検討、共有
とともに記録に残し、法人に速やかに報告をし
ている。

○

苦情内容について月1回の法人会議にて報告
を行っている。

○

苦情があった場合は、記録を残し包括内で共
有している。毎月、第三者委員へ報告してい
る。

○

苦情があった場合には、包括内で共有すると
ともに、法人に状況・対応策を報告している。

18

○ ○ ○ ○ ○

19

◎

パーテーションで仕切り、プライバシーが確保
できるスペースを確保している。

◎

相談スペースは、カウンターと扉のある相談室
2か所を設置しており、相談内容によって、他
の相談者から見えたり聞こえたりしないよう配
慮している。

◎

相談スペースをパーテーションで仕切ることで
相談者の顔が見えないようにすることと相談
内容が漏れないように配慮している。 ◎

来所対応相談窓口の他、事務所内に個室の
相談スペースを設けている。 相談者の人数や
相談者が重なった場合には事務所隣りの交流
室を利用している。

◎

相談スペースをパーテーションで仕切り、相談
者が来訪者から見えないように配慮している。
相談内容によっては個室にて対応できるよう
に、相談室を準備している。

6.0 6 6 6 6 6

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

28.0 28 28 28 29 27

96.6% 96.6% 96.6% 96.6% 100.0% 93.1%１計　平均点数：％

苦情の内容は、記録に残し、法人へ報告
する体制をとっているか。

センターが受けた介護サービスに関する
相談について、市町村に対して報告や協
議を行う仕組みが設けられているか。

相談者のプライバシー確保に関する市町
村の方針に沿い、プライバシーが確保さ
れる環境を整備しているか。

平均点数・個数

平均点数・％

１計　平均点数：個数

個人情報の持出・開示時は、管理簿への
記載と確認を行っているか。

平均点数・個数

平均点数・％

市町村の方針に沿って、苦情対応体制を
整備し、苦情内容や苦情への対応策につ
いて記録しているか。

苦情の内容をセンター全職員で共有し、
対応方法や再発防止に関する対策に努
めている。

苦情の内容は、記録に残し、市に報告又
は情報を共有できる体制をとっている。

平均個数・◎または○の個数

平均得点率・得点率

個人情報保護に関する市町村の取扱方
針に従って、センターが個人情報保護マ
ニュアル（個人情報保護方針）を整備して
いるか。

Eメールの誤送信や個人情報を記録した
文書の紛失等による個人情報が流出しな
いように、センター全職員に対して個人情
報の適正な管理に関しての研修・説明等
を行っている。
個人情報が漏えいした場合の対応など、
市町村から指示のあった個人情報保護の
ための対応を、各職員へ周知している
か。

個人情報保護に関する責任者（常勤）を
配置しているか。

事故等が発生した場合には、適切な対応
ができるよう連絡・報告体制を整備してい
る。

夜間・早朝の窓口（連絡先）を設置し、窓
口を住民にパンフレットやホームページ等
で周知しているか。

平日以外の窓口（連絡先）を設置し、窓口
を住民にパンフレットやホームページ等で
周知しているか。

パンフレットの配布など、センターの周知
を行っているか。

センターの周知を様々な団体等に対して
行っている。

2



センター指標 志津北部（自己評価） 志津南部（自己評価） 臼井・千代田（自己評価） 佐倉（自己評価） 南部（自己評価）

２　個別業務

(1)　総合相談支援
20

◎

民生委員、自治会名簿、その他地域資源（通
いの場、家事支援等）の情報をリスト管理及び
マップ化し、随時更新している。 ◎

民生委員名簿やケア会議で使用する地区社
協・自治会者名簿など、毎年更新し、リストで
管理し把握している。地域資源は、窓口にパン
フレットを置き、相談者の必要に応じて,配布し
ている。

◎

地域ケア会議で使用する情報を毎年更新しリ
ストで管理している。市からの情報の他に、独
自に地域連絡協議会などから情報を得て随時
修正している。地域資源について、内容や連
絡先をリスト化して管理している。

◎

介護・福祉、医療、行政、関連機関以外の地
域組織、産業・組合、学校社会教育、活動団
体に分類しまとめている。地域ケア会議や見
守りネットワーク等において連携し得た情報を
追加し更新している。

◎

民生委員名簿や地区代表者名簿、地域ケア
会議で使用する自治会役員名などの情報を適
宜更新し、リストで管理している。地域資源に
ついて、必要に応じて配布している。

21

○ ○ ○ ○ ○

22

○ ○ ○ ○ ○

23

○ ○ ○ ○ ○

23-1
◎

月毎、相談件数、内容等をデータ集計し、地域
特性の診断をしている。 ◎

相談集計表・継続支援表をエクセルにて作成
している。地区別・字別に検索ができるように
管理している。

◎

月毎に地域別の相談件数と内容をエクセルに
てデータ集計している。 ◎

月毎、地区別のデータを作成し把握している。

◎

地域別の相談件数や内容などのデータをエク
セルにて管理し、字別に検索ができるようにし
ている。

23-2

◎

【相談内容の傾向を記載】
■全体の件数
739件（昨年比1件増）と昨年とほぼ同様の件
数であった。相談者として最も多いのは家族・
親族で全体の約45％を占める。次いで本人、
関係機関となっている。関係機関の中では病
院から相談数が最も多く、増加傾向であるとと
もに、連携も進んでいると考えられる。
■相談内容
最も件数が多いのは、介護福祉サービスで
545件（昨年と比べて16件減）、その中でケア
マネジャー調整に関する事が昨年と比べて10
件増となっている。
2番目に多いのは、独居の相談で152件（昨年
比5件増）。
3番目に多いのは、認知症の相談で133件（昨
年比19件増）。
■地域特性
①井野・井野町エリア
・相談件数が、238件と最も多い。認知症に関
する相談が38件と最も多い。
②ユーカリが丘エリア
・相談件数は、172件。その中で独居に関する
相談が47件（昨年比12件増）となっている。
その中で、４丁目（高層ﾏﾝｼｮﾝ居住者）は相談
件数が多く、認知症相談が43件、独居に関す
る相談が18件、介護福祉サービスが38件と
なっている。
・1・2丁目は高齢化率が高く、共に認知症に関
する相談が多い。
③上座エリア
・相談件数は133件。うち認知症の相談が24件
（昨年比7件増）となっている。同じく高齢化は
進んでいる状況である。

◎

【相談内容の傾向を記載】
■全体の件数
・相談の実件数は539件。（昨年度576件と比
べて37件減少している）
■相談者別の内訳
・相談者別の内訳としては家族からの相談が
316件 （61％）で最多となっている。本人から
の相談は17％となっている。
■相談内容
・相談内容としては介護・福祉サービスが351
件で全体のうち43％であった。安否確認が必
要なケースは49件で6％となっている。介護認
定申請や介護保険制度に関する相談が47％
と多い傾向にある。
■地域特性
・地域の特性として、高齢化率の高さから中志
津地区からの相談件数が若干多く、次に上志
津、西志津と続いている。
上志津　　　　　158件（29％）
中志津　　　　　182件（34％）
西志津　　　　　159件（30％）
その他の地域　40件（7％）

◎

【相談内容の傾向を記載】
■全体の件数
781件（令和5年4月～令和5年9月）
相談件数は昨年度より334件増加
■相談内容の傾向
相談者：家族・親族からの相談が5割。本人か
らの相談が2割。
その他、近隣・知人・民生委員からの相談と
なっている。
見守り事業者（新聞店・配食サービス事業者
等）からの相談もある。
相談内容：介護・福祉サービスに関する相談
が9割を占め、次いで認知症や独居高齢者の
相談になっている。
特に一人暮らし、身寄りのない方、経済的に困
窮している方、認知症の方、本人あるいは家
族が精神的な疾患を抱えている方の相談が増
えている。
■地域特性
・昭和40年代に宅地開発された地域（王子台・
稲荷台・八幡台等）では、高齢化が進行し、一
人暮らしの方について、認知症について（対応
や地域でも見守り）の相談が多い。
地域での見守り・高齢者の理解については自
治会などの取り組み状況によって住民の意識
に差があると感じることがある。地区社協を中
心とした支え合い活動が活発になっており、介
護保険サービスだけでは対応できないことに
ついては支援を依頼できるようになった。
・千代田の在来地区（畔田・羽鳥等）や臼井の
臼井地区・江原・江原新田・角来等の歴史の
ある地区は、家族や地域での繋がりによる支
援がある一方で、問題を抱えてしまうこともあ
る。地域包括の周知や早期発見のために民生

◎

【相談内容の傾向を記載】
■全体の件数
相談件数は481件（Ｒ5.4月～Ｒ5.9月）。
昨年度に比べて36件増加している。

〇相談内容の傾向
本人、家族からの相談が7割以上となってい
る。
近隣住民、民生委員からの相談は9件増加
（27件→36件）し、身近な人からの相談が増え
ていることがわかる。
　また、福祉・介護サービスに関する相談が28
件（275件→303件）、保健医療が10件（39件→
49件）、精神支援が10件（3件→13件）、関係
機関調整が13件（10件→23件）増加し、病院と
の連携や精神疾患等で精神的な不安定さが
あり、支援が必要な相談が増えている。
〇地域特性
高齢化率は38.14%～42.5%と増加傾向。全体的
に申請支援や状況確認の相談が増えている。
【佐倉小学校区】
高齢化率　33.96%　独居高齢者、子世帯と同
居・独身の子供と同居世帯からの相談が増加
し、健康や今後の不安についての相談が増え
ている。
【内郷小学校区】
高齢化率　38.96%　高齢者世帯、子世帯と同
居・独身の子供と同居世帯からの相談が増加
し、情報を希望する相談が増えている。
【東小学校区】
高齢化率　42.50%　独居高齢者からの相談が
増加し、認知症に関する相談が増えている。
【白銀小学校区】
高齢化率38.14%　高齢者世帯からの相談が

◎

【相談内容の傾向を記載】
■全体の件数
相談件数は昨年度の同時期（～９月末）に比
べ、３１件減（３９５件→３６４件）。継続的に支
援を必要とする相談が増えている。
家族・親族からの相談件数が半数以上を占
め、本人からの件数も約２割を占めている。来
所による相談が昨年より増加した。

■相談内容
認知症の相談（６１→８８件）が増えており、独
居の方や生活支援の相談も増えている。キー
パーソン不在の方や経済的に困窮している
方、精神疾患を抱えている方など、様々な課
題を抱えており相談内容が複雑化している。

■地区別傾向
根郷地区（２９.２→３０.３％）和田地区（３９.９→
４０.５％）弥富地区（４５.４→４６.１％）共に昨年
と比べて高齢化は進んでいる。
根郷地区は独居・高齢者世帯で孤立し問題が
深刻化している相談も多い。地域の支え合い
サービスにつなぐ相談・支援も増えているた
め、地区社協の支え合いサービスとの連携が
欠かせない。認知症を抱えながらも地域で見
守られながら生活されている高齢者もおり民
生委員からの相談も多い。
和田・弥富地区は７５歳以上の後期高齢者の
相談が多く、地域の方や遠方の家族の支援を
受けながら生活を継続している方が多い。

④宮ノ台エリア
相談件数90件と前年比11件増であった。内容
としては、独居や認知症の相談が増えている。
介護福祉サービスに関する相談が大半で、同
時期に開発されたエリアで高齢化が進み、70
代前半の方が最も多く、今後も相談件数の増
加が見込まれる。
⑤小竹、青菅、先崎などの歴史のあるエリア
高齢化率が約40％、5人に1人は75歳以上と
いった状況であるが、近隣の支援があり、包括
への相談数は11件（5件減）と少ない状況が続
いている。
⑥南ユーカリが丘や西ユーカリが丘のエリア
新規に開拓されたエリアが多く、高齢者の人
数も少ないため、相談数は前年と同等であっ
た。ただし、南ユーカリが丘では、70歳代以上
の高齢者が増加してきており、今後相談数が
増えていくことが見込まれる。

委員との連携が重要と考えている。
・染井野地区では徐々に高齢化が進んでお
り、認知症に関する相談が増えてきている。自
治会や地区社協も高齢化に向けて活動を開
始している。

増加し、住宅改修に関する相談が増えてい
る。

24

○ ○ ○ ○ ○

圏域内における相談内容の傾向を把握し
ている。

相談事例解決のために、市町村への支援
を要請し、その要請に対し市町村からの
支援があったか。

地域における関係機関・関係者のネット
ワークについて、構成員・連絡先・特性等
に関する情報をマップまたはリストで管理
しているか。

相談事例の終結条件を、市町村と共有し
ているか。

相談事例の分類方法を、市町村と共有し
ているか。

１年間の相談事例の件数を市町村に報告
しているか。

毎月の相談件数の状況や件数の推移を
把握している。

3



センター指標 志津北部（自己評価） 志津南部（自己評価） 臼井・千代田（自己評価） 佐倉（自己評価） 南部（自己評価）

24-1

◎

①措置入所を行った世帯に対するその後の支
援や対応について
②知的障害の子とその母親の世帯に関する
支援（コロナ感染・後見申し立て等）。
③統合失調症の妻とその夫の世帯における対
応（同行訪問など）
このような様々なケースについて、市（高齢者
福祉課・障害福祉課・社会福祉課・介護保険
課）、また医療機関、入所施設関係者、県相談
センター等と連携している。

◎

家族関係が複雑で多方面からの支援が必要
なケースに対して、社会福祉課、障害福祉課、
子ども家庭課、高齢者福祉課、民生委員、社
会福祉協議会と連携し、支援を継続している。
必要に応じてすけっと、きらり、暮らしサポート
センター、担当介護支援専門員と連携してい
る。 ◎

①認知症の高齢者の対応で家族が苦慮して
いるケースでは高齢者と家族に対して市と連
携して対応した。
②精神疾患のある高齢者と家族については、
高齢者福祉課より障害福祉課・社会福祉課に
協力を依頼してもらい、連携して対応に当たっ
ている。
③独居高齢者で親族と連絡が取れないケース
の場合は速やかに市に報告をして親族と連絡
が取れるように支援要請をしている。

◎

①家族が精神障害を抱えるケースでキーパー
ソンの不在、不適切な介護、虐待、生活困窮、
金銭管理、生活支援など多問題を抱え、専門
機関との連携体制を作り、本人家族に対する
支援を依頼している。
②認知症の人が車の運転を辞められないケー
スで関係機関との調整、本人支援等を依頼し
ている。
③65歳未満のゴミ屋敷のケースで関係機関と
の調整や支援体制の構築等で依頼を行ってい
る。

◎

①精神疾患のある両親と息子の世帯。お互い
依存関係にあり、息子からの暴力があるが、
分離出来ていないケース。高齢者福祉課・障
害福祉課・印旛保健所・アシスト・病院MSW・
主治医。
②認知症高齢者と息子の世帯。息子からの暴
力があり、金銭問題等課題も多い。高齢者福
祉課・社会福祉課・民生委員・社協・法テラス・
ケアマネジャー・くらしサポートセンター・介護
施設長・サービス事業所。
以上のように困難なケースが起きた場合は、
随時関係機関と連携して支援を行っている。

25

○

相談集計表や継続支援表を作成し、相談内容
も記録している。 ○

相談集計表や継続支援表を作成し、相談内容
も記録している。 ○ ○ ○

25-1

○

総合相談において、家族から認知症の進行、
介護サービスなど相談があった場合には同意
を得て、介護支援専門員に連絡、課題解決に
向けて相談、助言を行っている。必要時には、
介護支援専門員と同行訪問する場合もある。

○

総合相談において、家族から認知症の進行、
介護サービスなど相談があった場合には同意
を得て、介護支援専門員に連絡、課題解決に
向けて相談、助言を行っている。必要時には、
介護支援専門員と同行訪問する場合もある。

○

家族介護者からの相談については、家族と相
談して本人と面談の機会を作ってもらい同意を
得たうえで介護支援専門員と情報共有を図っ
ている。 ○

6/27「おい・めい介護者のつどい」を開催（年３
回）、主におじ・おばの介護にあたる甥、姪が
つどい、学び、交流する場を設けて、甥、姪固
有の悩みの解決を図っている。つどいには介
護支援専門員はじめ専門職が同席し、情報共
有をしながら、課題解決につなげる体制をつ
くっている。

○

10.0 10 10 10 10 10

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(2)　権利擁護
26

○ ○ ○ ○ ○

26-1

◎

6/7介護者教室にて千葉ファミリー相談室職員
による講演会開催。
6/20ケアマネ交流会にて後見受託人を講師に
迎え勉強会を開催。
7/7、7/21いきいきサロンにて成年後見制度に
ついて出前講座を行った。 ◎

・相談窓口にて、成年後見制度についてのパ
ンフレットを配架したり、センター入口の通路側
にパンフレットを自由に持ち帰られるよう置い
ている。また、わくわく体操会等での出前講座
において案内している。
・今年度は、民児協、上志津わくわく体操、上
志津ローズカフェで実施。
・10月には介護者教室において、後見人によ
る成年後見制度について、千葉ファミリー相談
室職員に講師に迎え、講義を開催予定。

◎

センター内にパンフレットを配架のほか、出前
講座や各種教室で案内をしている。
今年度は6/27に介護者教室にて司法書士に
よる講義を開催し地域の方々へ普及啓発をし
ている。

◎

9/21城の辺地区サロンにて虐待に対する啓発
活動を行った。
また、11/8ケアマネサロン、12/17社協主催介
護職研修「介護職が知っておきたい高齢者虐
待防止法と現状」を開催予定。

◎

４月に「親なき後への備えと成年後見制度を考
える」をテーマに弁護士の方を講師に迎え、事
業所・一般市民向けに研修会を実施した。
また、９月に司法書士の方に講師を依頼し、介
護者教室「後見制度と家族信託」を開催し、地
域住民に向けて普及・啓発を行った。

26-2

◎

7/15ひまわり司法書士法人、千葉はファミリー
相談室の職員と情報交換を行っている。
・定期的な印旛成年後見研究会の勉強会へ、
10/14に参加予定。 ◎

毎月1回千葉ファミリー相談室後見部メンバー
と電話または対面にて情報交換を実施してい
る。
10/5に介護者教室に講師として依頼し、成年
後見制度について講義していただく予定。

◎

ケースを通じて市の後見センター・弁護士・司
法書士・NPO法人等の団体の方々と情報交換
を積極的に行っている。11/10に開催される法
テラス協議会に出席予定。 ◎

ケース検討時に市・後見センター・司法書士・
障害支援事業所等の関係機関との情報交換
を行っている。
7/29には社会福祉士会主催定期研修「成年
後見人の倫理について」に参加して情報を共
有している。

◎

ケースにおいて市後見センターや弁護士・司
法書士、相談支援事業所と情報共有を図って
いる。
センター主催の9月介護者教室「後見制度と家
族信託」開催のため司法書士に講師を依頼
し、情報交換も行った。

26-3

○ ○

相談先として、成年後見センターを案内した
り、支援方法について相談している。医療機関
とは、診断書等作成のため受診同行したり、
作成の連絡調整を行っている。

○

困難事例に関しては成年後見センターに相談
や同行訪問対応をしている。診断書作成のた
めの受診同行や本人情報シート作成のため医
療機関とは必要に応じて連絡調整を図ってい
る。

○

市長申立ても含めて、後見センター、市役所、
病院医療連携室と連携を図りながら連絡調整
を行い対応している。（首長申立て相談1件、
自立支援事業相談2件）

○

診断書作成のための受診同行や、必要時に
医療介護連携共通連絡票を用いて医療機関
と連絡調整を行っている。

27

○

マニュアルに即し、相談を受けた時は速やか
にセンター内で協議、高齢者福祉課へ報告
し、必要時は役割分担して対応している。

○

市とセンターで作成したマニュアルを参照して
対応。相談が入ったら、速やかにセンター内で
対応方針について検討、関係機関へ事実確認
しながら、市とも協議。速やかに（４８時間以
内）に安否確認を実施している。訪問時には、
必ず複数名で対応するようにしている。

○

市とセンターで作成したマニュアルを参照して
対応。相談がはいったらすぐにセンター内で対
応方針について検討、関係者への事実確認を
しながら、市とも協議している。。
関係機関とも連絡を取りながら、速やかに安
否確認を実施、訪問時には複数名（1名は医
療職）で対応するようにしている。

○

虐待対応マニュアルを参照し、対応している。
相談受理後は包括内で検討し速やかに状況
確認。市との情報共有・連携を図り常に複数
名で対応している。 ○

虐待対応マニュアルを参照して対応している。
相談があった場合は速やかにセンター内で対
応方法を検討し、関係機関に状況確認を行
い、市とも協議をしている。訪問時には複数名
の職員で対応をしている。

27-1

◎

高齢者クラブ等の集いの場でチラシ配布し、早
期発見につながるよう周知啓発している。
7/7、7/21に、いきいきサロンに高齢者虐待に
ついての出前講座を実施。
10/18ボランティア向け研修会にて周知啓発予
定。

◎

４月～９月（６回）に、地域のわくわく体操会等
において、虐待の防止と早期発見の必要性に
ついて啓発を行っている。
・今年度は、民児協、上志津わくわく体操、上
志津ローズカフェ、さくらの会、志津南地区森
の茶屋、下志津自治会役員会等で実施。また
企業ではスーパーに出向き、啓発を行った。

◎

5月にまちづくり協議会、６月に自治会連合会
にて包括センターの紹介と併せて、高齢者虐
待防止・早期発見について講話をした。
また、自治会連合会へ定期的に出席して地域
の見守りについてパンフレットを配布し、啓発
を行っている。

◎

9/21城の辺地区サロンにて虐待に対する啓発
活動を行った。また、11/8ケアマネサロン、
12/17社協主催介護職研修「介護職が知って
おきたい高齢者虐待防止法と現状」を開催予
定。 ◎

包括の広報誌「南部包括だより」にて虐待防止
と早期発見の必要性について記載。地域の通
いの場等に出向いて配布を行ったり、郵便局
や公民館等の施設に掲示の協力をして頂き、
住民や関係機関への啓発活動を行っている。

27-2

○ ◎

権利擁護支援マニュアルを職員がいつでも閲
覧できる場所に保管している。新任職員と管
理者向けの県主催オンライン研修を8月に受
講した。受講後は、包括職員に報告書により
情報共有を行っている。また、法人において
は、毎年１回研修会を行っており、６月に包括
職員が講師として法人全職員対象で実施し
た。

○

佐倉市権利擁護マニュアルを全職員に配布
し、随時虐待対応の流れ等を社会福祉士を中
心に説明・助言を実施している。

◎

虐待マニュアルを活用し、毎月１回包括内
ケース検討会で研修を行っている他、法人で
行っている虐待研修に参加し、理解の向上に
努めている。

◎

権利擁護マニュアルはいつでも閲覧可能な場
所に保管している。虐待ケースの対応や流れ
については事業所内の事例検討にてマニュア
ルを用いて振り返りを行っている。10月に法人
主催の権利擁護研修を実施予定。

27-3

○ ○

通報を受けた時点で、センター内で検討行い、
複数名で早期に訪問調査を行うとともに、今後
の支援方法について検討している。市に報告
し情報共有をしている。記録を残し、月次に報
告している。

○

佐倉市権利擁護支援マニュアルに基づき、事
実確認及び記録・月次報告を実施している。
虐待を把握した場合には包括内で共有し、事
実確認調査・支援方針を検討している。記録
については市に報告をしている。

○

通報後速やかに包括内で検討を行い、役割分
担し状況確認を行っている。緊急性の高いも
のについては市と電話にて連携を図るとともに
支援方法も協議している。経過については月
次報告にて市と共有を図っている。

○

虐待を把握した後は速やかに包括内で共有し
事実確認を行うとともに、緊急性や支援方法
について協議している。同時に、記録に残すと
ともに市に月次報告を行っている。虐待疑い
のケースも同様に行っている。

27-4
○ ○

関係者会議を行い、それぞれの役割や支援方
法を協議しながら、支援を行っている。 ○

職員内で役割分担をするとともに、養護者に
対する支援については他機関と役割分担して
対応している。

○
本人支援、養護者支援と役割を分担して対応
している。 ○

関係者会議を行い、関係者間で役割分担と支
援方針を協議した上で支援をしている。

高齢者虐待の防止と早期発見のための
住民への啓発を行っている。

高齢者虐待防止法、佐倉市地域包括支
援センター高齢者虐待対応マニュアルを
センター全職員が理解している。

虐待（疑い含む）を把握した場合には、記
録に残し、速やかに市に報告している。

センター職員及び関係機関と役割を分担
して、本人及び養護者に対する支援を
行っている。

平均点数・％

成年後見制度の市町村長申し立てに関す
る判断基準が、市町村から共有されてい
るか。

成年後見制度に関する普及啓発の取組
を行っている。

成年後見制度に関する関係機関との定期
的な会合や情報交換等の場に参加してい
る。

申立が円滑に行われるよう、地域の医療
機関との診断書等の調整や連絡を行って
いる。

高齢者虐待事例及び高齢者虐待を疑わ
れる事例への対応の流れについて、市町
村と共有しているか。

センターだけでの対応が難しい場合に
は、市への相談や支援要請を行ってい
る。

家族介護者からの相談について、相談件
数や相談内容を記録等に残して取りまと
めているか。

家族介護者からの相談について、本人の
同意を得たうえで、担当する介護支援専
門員との情報共有を行い、解決につなげ
ている。

平均点数・個数

4



センター指標 志津北部（自己評価） 志津南部（自己評価） 臼井・千代田（自己評価） 佐倉（自己評価） 南部（自己評価）

27-5

◎

毎月月初にセンター職員間で支援内容、現状
の振り返りを実施している。また、必要時には
モニタリングを行っている。 ◎

カンファレンスや朝礼等にて、個々のケースに
ついて、振り返りの意見交換を行っている。年
度末には継続ケースと終了ケースの整理を
行っている。

◎

週1回のケース検討を活用して情報共有や振
り返りを行っている。

◎

包括内会議や事例検討で年度末にはモニタリ
ングを必ず実施して終了ケース、継続ケース
に分類リスト化している。 ◎

週1回のケース確認や会議において虐待対応
に関して情報共有と振り返りを行い、支援終了
後も継続して関係機関に状況確認を行ってい
る。

28

◎

8/22センター主催のケアマネ勉強会を開催。
高齢者福祉課職員を講師に招き虐待対応に
ついて意見交換を行った。

◎

7/20包括が主催し、圏域の居宅・サービス事
業所が参加し、事業所交流会においてアン
ガーマネジメントの研修会を実施した。居宅事
業所（4事業所）、通所事業所（6事業所）施設
（3時事業所）福祉用具事業所（1事業所）。訪
問看護（1事業所）が出席。

◎

市が開催するケース検討会にて事例について
市や他包括からの意見を頂き対応策を検討し
ている。
5/16 ケアマネジャ-連絡会（包括主催）にて高
齢者虐待の対応についての情報共有を図り対
応について検討をしました。

○

7/28障害者支援事業所主催の合同事例検討
会に参加して事例提出し障害を持つ養護者に
ついてケース検討をしている。
また、10/18に法人の「虐待防止委員会」開催
時に職員向け出前講座と事例検討会を実施
予定である。

◎

6/7に包括主催で圏域のケアマネジャーを対
象とした勉強会を開催。高齢者虐待に対する
対応策について説明を行い、情報交換と対応
方法の確認を行った。

29

○ ○

消費者被害に関する相談があった場合には、
消費生活センターに対応を相談したり、直接
支援を依頼している。必要時は警察と連携す
るようにしている。 ○

消費生活センターに積極的に助言を求めるよ
うにしている。また必要時には警察へも相談す
るようにしている。

○

5/25には支援中のケースで「屋根工事につい
て」、警察への問い合わせや消費者センターと
連携、同行支援を行ってクーリングオフを実
施。7/21には認知症高齢者の購入トラブルで
も消費者センターに相談。相談やケースが発
生した場合には適宜連携して対応している。

○

消費者被害に関する相談や情報があった場
合は、消費生活センターや警察と情報共有・
連携し、対応方法を検討している。場合によっ
ては消費生活センターから認知症の疑いのあ
る方の相談を受けることもある。

30

○

民児協定例会にて消費者被害の事例提供を
している。また、定期的に開催しているケアマ
ネ交流会にて情報提供している。 ○

民児協等の機会に事例や講座の案内を行っ
ている。

○

定例で出席する民児協や地域の集まりにて消
費者被害について情報交換を行っている。ま
た、ケアマネ連絡会等で情報提供をしている。 ○

消費者被害の現状をケアマネサロン、6/27、
6/28には地域の食事会において「高齢者を狙
う詐欺について」と題して情報提供を行い啓発
を行っている。

○

民児協などで消費者被害の内容について情
報提供している。また、ケアマネジャーに対し
ての状況提供も適宜行っている。

30-1

○

定期的に消費者生活センターと電話にて情報
交換している。12/1消費者センターの職員を
講師に招き「介護者教室」を開催予定。

○

２～３ケ月に一度電話または訪問により情報
交換を行っている。５月に対面にて情報交換を
行った。また、気になる方や個別のケースがあ
れば、随時センターと情報交換を行っている。 ○

消費者被害の最新情報については随時消費
生活センターと情報提供を行い確認をするよう
にしている。
また、千葉県消費者教育コーディネーター資
格を持つ市民との情報共有も行っている。

◎

5/26介護者教室において消費生活センター職
員を講師に「最近の消費者トラブルを学ぼう」
と題して開催、情報共有を行った。また、「地区
社協だより」でも取り上げて頂いている。 ◎

消費者被害について相談があった際には消費
生活センターと情報共有し、対応方法を検討し
ている。７/２８介護者教室にて講師依頼をし、
市内で相談が増えているインターネットのトラ
ブルや屋根工事の訪問販売等について情報
共有を行った。

14.0 14 14 14 14 14

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(3)　包括的・継続的ケアマネジメント支援
31

◎

介護支援専門員に委託した情報を一覧表にし
把握している

◎

独自で居宅介護支援事業所の一覧を作成。ケ
アマネジャー数を把握し、随時更新している。

◎

担当圏域・他地域の介護支援専門員の人数・
氏名・連絡先をリスト化している。

◎

新規・閉鎖・名称の変更及び各居宅介護事業
所の介護支援専門員の人数、基礎資格等を
記載したリストを一覧表として作成し、把握に
努めている。

◎

担当圏域・他圏域の介護支援専門員の情報
や依頼した状況が分かるように一覧にまとめ
て、常に職員が確認できるようにしている。

32

◎

事例検討会等の開催計画を年度当初に指定
居宅介護支援事業所に示している。
ケアマネジャーとの勉強会の中で、ケアマネ
ジャーが必要としている情報、関心のある事柄
等の意見を聞き取り、そのテーマに沿った内
容にしている。

◎

年間計画を作成し、4月に圏域の居宅介護支
援事業所へ周知した。
（地域ケア個別会議4回、個別ケア圏域会議２
回、交流会４回、研修会4回、事例検討1回） ◎

年度当初に年度計画を作成し、圏域の居宅支
援事業所に配布している。

◎

年度当初に年間計画を作成し、圏域内事業所
に配布している。
居宅介護支援事業所が求める研修内容を確
認し、内容を検討している。
また、ケアマネサロンの最後に座談会の時間
を設けてCMが自由に意見交換を行えるように
している。

◎

圏域の主任ケアマネジャーと共にテーマを策
定し研修・勉強会の年間計画をたて周知して
いる。勉強会・研修内容は参加者に事前にヒ
アリングしながら企画をしている。また、さくら
ケアマネ協議会と年２回の研修会を計画し提
示している。
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◎

■介護予防のための地域ケア個別会議
5/15（参加者14人）
①安全な在宅生活
②家族旅行に行きたい
7/18（参加者8人）
①妻の在宅介護を続けたい本人の支援
②歩行状態の改善
9/19（参加者10人）
①無年金で金銭管理が苦手
②コロナ禍で減った交流を再開したい
11/20　２ケースの開催予定

◎

■地域ケア個別会議
①6/13　参加3名「独居、認知症高齢者の今後の方
向性について」
②7/20　参加4名「独居、認知症高齢者の骨折で入
院、退院後在宅が施設かの方向性について」
■地域ケア圏域推進会議
①8/24　参加8名「中志津地区において地域課題の
共有、課題解決に向けて」
■介護予防のための地域ケア個別会議
①6/20　参加10名「現在の身体状況を維持し独居
生活を続ける。（地域の運動の場へのつなげ方）」
「地域の中で交流の場を増やしていくにはどうしたら
よいか」
②7/11参加者8名「視力低下が見られる中、日常生
活でどのようなインフォーマルサービスを活用する
か」「自立支援に向けた機能維持の方法について
検討する」
③9/19　参加者8名「閉じこもりな生活から他者との
交流を促すためには」「ご本人のできることを増やし
たい」
■事例検討会
5/16　参加者11名「今後のお二人の生活の在り方
について主介護者（妻）の認知機能の低下がみられ
る本人夫婦が在宅生活を続けていくために
～本人や妻が意思決定できない時のキーパーソン
について～」
■研修・交流会
①4/14　参加者９名「地域ケア会議・自立支援につ
いて」Zoom開催
②8/18　参加者9名「カスタマーハラスメントについ
て」
■事例検討会、研修・交流会、事業所交流会は事
後アンケートをGoogleフォームで実施。意見等を収
集し、以降に反映するようにしている。

◎

■介護予防のための地域ケア個別会議
5/10  参加者15名
①独居高齢者で軽度認知症の方が地域で暮
らしていくための支援について
②車がなくても地域で生き生きと生活していく
ためには
6/14　参加者16名
①介護サービスを利用しなくてもその人らしく
地域で生活するためには
②社会参加の意欲が維持・向上するための方
法や工夫
9/13　参加者16名
①独居の方が自立して興味のあることを始め
るには
②メンタル疾患のある方の支援について

■地域ケア個別会議
6/17 　認知症のある妻と介護者である高齢の
夫の支援について(参加者　6名）

◎

 ケアマネサロンにおいて実施したアンケート
の結果を踏まえて研修計画を作成。また令和
３年度から圏域内居宅介護支援事業所を包括
の主任介護支援専門員が訪問して介護支援
専門員の悩みを聞くなど相談しやすい環境づ
くりに取り組んでいる。
介護支援専門員から相談があったケースに対
して個別地域ケア会議の開催を支援。
①6/9　7名、虐待の状況把握と今後支援。
②6/9　5名、情報共有と今後の支援。
③6/13　10名、金銭管理。
④6/14　6名、課題整理。

◎

■地域ケア個別会議
①５/２９　認知症の独居の利用者との関りと
金銭管理について　参加者７名
②６/２　精神疾患のある家族の支援について
参加者　５名
③８/２３　利用者の生活支援と金銭管理につ
いて　参加者　８名

■研修会・交流会
・６/７　複合的に問題を抱えるケースに対する
事例検討と意見交換。参加者１１名
・７/５　さくらケアマネ協議会と５包括の合同研
修会で「予防プランの書き方について」の勉強
会を開催。参加者６９名
・８/２２　佐倉包括との合同勉強会で「独居の
方の支援」「退院」の事例検討を開催。参加者
１７名

介護支援専門員を対象にした研修会・事
例検討会等の開催計画を策定し、年度当
初に、指定居宅介護支援事業所に示して
いるか。

介護支援専門員に対するアンケート・意
見収集等についての市町村からの情報提
供や、市町村による研修会の内容等を踏
まえ、地域の介護支援専門員のニーズや
課題に基づく事例検討会や、個別事例を
検討する地域ケア会議等を開催している
か。

消費者被害に関し、センターが受けた相
談内容について、消費生活に関する相談
窓口または警察等と連携の上、対応して
いるか。

消費者被害に関する情報を、民生委員・
介護支援専門員・ホームヘルパー等へ情
報提供する取組を行っているか。

消費生活センター等との定期的な情報交
換を行い、消費者被害の動向の把握に努
めている。

平均点数・個数

平均点数・％

担当圏域における居宅介護支援事業所
のデータを把握しているか。

虐待対応終了後、支援の振り返りをする
機会を設けている。

センターまたは市町村が開催する高齢者
虐待防止に関する情報共有、議論及び報
告等を行う会議において、高齢者虐待事
例への対応策を検討しているか。

5



センター指標 志津北部（自己評価） 志津南部（自己評価） 臼井・千代田（自己評価） 佐倉（自己評価） 南部（自己評価）
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◎

6/10　志津南部包括と共催し、民生児童委員
とケアマネジャーの交流会を開催。民生委員、
ケアマネジャーそれぞれの役割などグループ
ワークにて意見交換を行った。

◎

■事業所との交流
事業所交流会を実施参加者18名（内ケアマネ
６名）「介護現場にもあるハラスメントの実態と
対策について」をテーマに通所・訪問・レンタ
ル・グループホーム・小規模多機能と意見交
換を行った。Zoom開催
会終了後アンケートをし、次回以降やりたい
テーマを取り活かすように取り組んでいる。
■民生委員との交流
6/10北部包括と合同で交流会開催。志津北
部、志津南部圏域のケアマネジャー7名参加。
民生委員37名参加。地区に分かれ民生委員と
ケアマネの交流会を行った。(民生委員の役割
とケアマネの役割について共有及び意見交
換、グループから発表）

◎

7/19 地域ケア圏域推進会議終了後に交流会
の場を設けて意見交換を行った。（王子台地
区民生委員・王子台地区社協・市社協・王子
台自治会長・支え合いサービス・薬局・介護支
援専門員）

◎

・6/12「佐倉・南部地域在宅医療介護連携（さ
きいか）にて情報交換会（「コロナ5類移行後の
情報交換」）を開催した。
・令和6年2月頃に介護支援専門員と民生委員
との意見交換会を予定している。

◎

・５/１１　根郷地区民生・児童委員との勉強会
を実施。介護保険制度に関する講話や事例を
通して意見交換を行った。
・６/１２　佐倉・南部地域在宅医療・介護連携
会議（さきいか）を開催。コロナが5類に移行
し、医療機関・在宅における変化等状況の共
有を行った。
・１０/２０　佐倉・南部包括合同でデイサービス
連絡会を実施予定。
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◎

9/26　志津南部包括と共催し、「事例検討を通
して、医療との連携の視点を踏まえた支援に
ついて再確認する」をテーマに、訪看看護師、
管理栄養士、管理薬剤師を助言者に呼び、圏
域ケアマネ向け事例検討会を開催。
2/20　訪問事業所との事例検討会、勉強会を
開催予定

◎

5/16事例検討会を開催した。
参加者　ケアマネジャー11名
「今後のお二人の生活の在り方について主介
護者（妻）の認知機能の低下がみられる本人
夫婦が在宅生活を続けていくために～本人や
妻が意思決定できない時のキーパーソンにつ
いて～」
9/26　志津南部包括と共催で「事例検討を通
して、医療との連携の視点を踏まえた支援に
ついて再確認する」をテーマに圏域ケアマネ
ジャー向けの事例検討会を開催した。

◎

9/14　訪問看護ステーションとターミナルの事
例検討会を実施。介護支援専門員14名が参
加。

◎

介護支援専門員の意見により、8/22南部地域
包括支援センターと合同で「独居の方の支援」
をテーマに事例検討会を開催。事例に関わっ
ているクランベリー訪問看護ステーションにア
ドバイザーとして参加頂く。ニチイ、あずみ苑
高岡、はちす苑、厚生園、そよ風、さくら苑、佐
倉白翠園、風の村、セントケア佐倉、ソルシア
ス佐倉、ときわの杜、南部包括計22名参加
ケアマネサロンで介護保険サービス外のニー
ズについて検討。圏域内の専門職と情報提供
をした。また、ケアマネからの個別にも対応し、
管理栄養士などにもつなげた。

◎

参画した介護事業所及び内容を記載すること
・６/７　南部エリアのケアマネの集いを開催。
複合的に問題を抱えるケースを選定し事例検
討。検討後は意見交換を行った。
そよ風・セントケア・ときわの杜・マーチン・はち
す苑
・８/２２　佐倉地域包括支援センターと合同勉
強会で「退院支援」をテーマとし事例検討を開
催した。
ニチイ・あずみ苑高岡・はちす苑・厚生園・そよ
風・さくら苑・佐倉白翠園・風の村・セントケア・
ソルシアス・ときわの杜・マーチン
・１０/１９　南部エリアの集いを開催予定。テー
マは「障害支援について」
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◎

6/20　ケアマネジャー向けに地域の社会福祉
士事務所の後見受託人による権利擁護の勉
強会 を開催。
7/5　ケアマネ協議会と5包括共催で、ケアマネ
ジャー研修会「改めて確認！介護予防ケアプ
ランの立て方」を開催。
8/22　高齢者福祉課の担当者による虐待対応
についての勉強会を開催 。
10/17　生活支援コーディネーターを講師に圏
域のケアマネジャー向けに地域資源について
の勉強会開催予定。

◎

■研修会の開催
7/5「改めて確認！予防プランの書き方につい
て」さくらケアマネ協議会と５包括合同の研修
会を開催。研修のサポートを実施。
■勉強会の開催（ケアマネ交流会と同時実
施）
①4/14　参加者９名「地域ケア会議・自立支援
について」Zoom開催
②8/18　参加者9名「カスタマーハラスメントに
ついて」

◎

7/5 ケアマネ協議会と5包括合同の研修会を
開催。「改めて確認！予防プランの書き方のつ
いて」市内各圏域ケアマネ事業が参加した。

◎

5/10「地域の社会資源について」を開催。
ニチイ、風の村、よろこび、厚生園、佐倉白翠
園　、ソルシアス佐倉、あずみ苑高岡、さくら
苑、O2サービス、さくらリハビリ　計13名参加。
9/13「ハラスメントについて」を開催。
ニチイ、佐倉白翠園、ソルシアス佐倉、厚生
園、よろこび、あずみ苑高岡、風の村、O2サー
ビス、ケアスタッフ、さくらリハビリ　計14名参
加。
7/5「改めて確認！予防プランの書き方につい
て」をさくらケアマネ協議会及び地域包括支援
センター合同で開催。

◎

参画した介護事業所及び内容を記載すること
・７/５　「改めて確認！予防プランの書き方に
ついて」さくらケアマネ協議会と5包括合同の
研修会を開催。市内各圏域からケアマネ事業
所が参加した。
・９/１９　福祉用具事業所（フランスベッド）に
依頼し、医療機器について勉強会を開催した。
・１０/１９　南部エリアのケアマネの集いを開
催予定。訪問看護ステーション、障害支援事
業所の方に講話を依頼している。
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◎

■出前講座
4月6回、5月5回、6月11回、7月8回開催。
9月以降も毎月、地域の集いの場や体操会、
いきいきサロンなどで出前講座を開催予定。
内容は健康や安全など生活習慣に関する知
識の提供や、身体機能の維持向上のための
体操を共に行うなど。 ◎

地域の自治会、体操会団体、志津南地区社
協、社会福祉協議会などから依頼があり、出
前講座を開催した。
内容（介護保険サービス、独居高齢者のため
のサービス、熱中症対策、防犯対策、訪問介
護職員の接遇など）
（4月1回、5月1回、6月2回、7月3回、9月2回） ◎

地域の通いの場や高齢者クラブに出向き、地
域包括支援センターの紹介や介護予防や自
立支援についての内容を説明している。
5/14  江原台自治会館、八幡台自治会館
6/1　ライオンズ集会所
6/19　王子台5丁目会館
7/20　王子台5丁目会館
8/12　ニッコー会館

◎

5/20家族会（障害）より依頼があり、「施設に
ついて」を開催。
7/23内郷地区社協から依頼があり、「病は突
然やってくる　元気な今こそ準備する」を開催。
10/1にも同様に開催予定。

◎

・５/１１　民生委員より出前講座の依頼あり。
民児協後、介護保険制度について講話し、そ
の後事例を通してグループワークを行った。
・地域の通いの場や地域の自治会などから依
頼があり、出前講座を実施。居宅のケアマネ
ジャーにも依頼し、介護予防に関する知識の
習得と啓発を目的に行った。
認知症サポーター養成講座　4月1件
地域の通いの場　5月2件　7月1件
民児協　5月1件
根郷地区社協　7月1件
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○

年度ごと月ごとに、ケアマネから受けた相談一
覧表で内容を把握し、分類を行っている。

○

■「ケアマネ相談対応履歴」を作成し、相談経
緯、相談内容、対応について分類・管理してい
る。
分類：①ケアプラン作成②担当者会議③支援
困難 ④制度理解⑤その他
 9月末までに42件対応

○

相談を受けた内容について「相談受付表」を作
成して整理分類している。

○

活動記録簿に①プラン作成技術指導②担会
支援③困難事例/指導・助言④制度確認⑤そ
の他に分類し、件数把握。また内容と相談者
がわかるようにしている。 ○
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◎

随時介護支援専門員からの相談に対応し助
言を行っている。
必要時には同行訪問し家族への制度説明、
サービス事業者との調整、サービス担当者会
議開催支援、市役所への問い合わせ等を実
施。

◎

介護支援専門員からの相談については随時
対応している。包括相談室での家族面談や関
連機関に声をかけてのカンファレンス、ケアマ
ネとの同行訪問など、状況に応じて対応。ケア
マネの後方支援等を行い、その後のモニタリ
ングも実施している。

◎

介護支援専門員からの相談に対してはセン
ターの事務所で相談を受けるだけでなく、状況
確認のため必要に応じて適宜同行訪問を実施
している。また、個別ケア会議の開催を提案・
支援を行い、その後のモニタリングについても
行っている。

◎

ケアマネサロン座談会等において悩みの有無
を確認し、必要な支援を行っている。日頃から
相談しやすい環境作りに配慮して4カ月毎に圏
域内居宅支援事務所に訪問、困難事例等の
共有を図り個別地域ケア会議の開催支援に繋
げている。

◎

介護支援専門員から困難事例について相談
があった場合に、同行訪問や状況確認を行い
支援方法を検討している。必要に応じて個別
ケア会議の開催を提案・実施し、その後のモニ
タリングも行っている。

9.0 9 9 9 9 9

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(4)　地域ケア会議
37

○ ○

「令和5年介護予防のための地域ケア個別会
議運営マニュアル」を市担当職員より配布あ
り、確認した。

○ ○ ○
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○

・地域ケア会議の冒頭に会議の目的等説明
し、終了した後の議事録をセンターで回覧して
いる。

○

年間開催スケジュールをセンター職員へ周
知。「地域ケア個別会議と自立支援」の地域ケ
ア会議の内容等を説明。圏域推進会議におい
ても事前にセンター内で共有。会議の目標を
立て、地域の専門職や地域の方にも事前に運
営方針等について面談にて書面で周知したう
えで開催している。

○

地域ケア会議の参加者には事前に会議の主
旨を面談また書面にて説明している。

○ ○

介護支援専門員から受けた相談事例の
内容を整理・分類した上で、経年的に件数
を把握しているか。

困難事例に対応する介護支援専門員に
対して、指導・助言の場を設けている。

平均点数・個数

平均点数・％

地域ケア会議が発揮すべき機能、構成
員、スケジュール等を盛り込んだ開催計
画が市町村から示されているか。

センター主催の地域ケア会議の運営方針
を、センター職員・会議参加者・地域の関
係機関に対して周知しているか。

担当圏域の介護支援専門員のニーズに
基づいて、多様な関係機関・関係者との
意見交換の場を設けているか。

介護事業所とセンターの合同の事例検討
会の開催または開催支援を行っている。

介護事業所とセンターの合同の講演会・
勉強会等の開催または開催支援を行って
いる。

介護支援専門員が円滑に業務を行うこと
ができるよう、地域住民に対して介護予
防・自立支援に関する意識の共有を図る
ための出前講座等を開催しているか。

6



センター指標 志津北部（自己評価） 志津南部（自己評価） 臼井・千代田（自己評価） 佐倉（自己評価） 南部（自己評価）
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○

【検討事例数、出席した関係者、主な検討内
容を記載】
■個別事例　6件。
■出席した関係者
管理栄養士、管理薬剤師、理学療法士、作業
療法士、デイサービス相談員、生活支援コー
ディネーター。
■内容
・地域の活動に参加させるには
・在宅介護を継続するための工夫
・歩いて出掛けられるようにする支援
・無年金、金銭管理のできない方の社会資源
とは
・コロナで内向きになった気持ちを外へ向ける
支援

○

【検討事例数、出席した関係者、主な検討内
容を記載】
■検討事例数
2件（6月1件、7月1件）
■出席した関係者
6/13　家族、ケアマネジャー
7/20　家族、病院ソーシャルワーカー、ケアマ
ネジャー
■主な検討内容を記載
・「独居、認知症高齢者の今後の方向性につ
いて」
・「独居、認知症高齢者の骨折で入院、退院後
在宅が施設かの方向性について」

○

【検討事例数、出席した関係者、主な検討内
容を記載】
■検討事例数
7月1件
■出席した関係者
家族・介護支援専門員・保健師
■主な検討内容
妻が認知症になり受け入れのできない夫の支
援について ○

【検討事例数、出席した関係者、主な検討内
容を記載】
■検討事例数
6/9（2回）、6/13、6/14
■出席した主な関係者
市役所（高齢者福祉課・障害福祉課）、ケアマ
ネジャー，障害相談支援事業所、社協（生活
困窮）、特養相談員
■内容
引きこもりや障害がある子供に対する支援、
金銭管理、虐待、関係者の調整

○

検討事例数、出席した関係者、主な検討内容
を記載
■事例検討数
３件
■出席した主な関係者
家族、近隣住民、ケアマネジャー、高齢者福祉
課、障害福祉課、印旛保健所、訪問看護、介
護支援事業所、相談支援事業所、生活支援
コーディネーター
■主な検討内容
・認知症の独居の方との関りと金銭管理
・障害のある家族に対する今後の支援につい
て
・精神疾患のある利用者の生活支援と金銭管
理

40

◎

■自立支援に向けた地域ケア会議
5/15
①安全に生活を充実させるためには
②地域とかかわりを持ちながら住み慣れた家
で生活するには
7/18
①歩行状態を改善させ歩いて出かけられるよ
うにするための支援
②妻の希望を叶えながら本人の望む自由で自
律した生活を続けるにはどのようなかかわり方
が必要か
9/19
①無年金で金銭管理が苦手な方にどんな社
会資源が利用できるか
②本人の興味や関心のある活動を通して更な
る自立を高められる方法を考える11/20にも2
ケース会議開催予定
参加した関係者…管理栄養士、管理薬剤師、
理学療法士、生活支援コーディネーター

◎

「介護予防のための地域ケア個別会議」を開
催
■検討事例数
6/20、7/11、9/19に開催　6事例実施
■出席した主な関係者
薬剤師、理学療法士、言語聴覚士、訪問看護
師、生活支援コーディネーター等に助言者とし
て依頼。
■内容
・「現在の身体状況を維持し独居生活を続け
る。（地域の運動の場へのつなげ方）」
・「地域の中で交流の場を増やしていくにはど
うしたらよいか」
・「視力低下が見られる中、日常生活でどのよ
うなインフォーマルサービスを活用するか」
・「自立支援に向けた機能維持の方法につい
て検討」
・「閉じこもりな生活から他者との交流を促すた
めには」]
・「ご本人のできることを増やしたい」

◎

介護予防のための地域ケア個別会議を開催。
■5/10、6/14、9/13に開催
■主な参加者
薬剤師・看護師・理学療法士・作業療法士・介
護事業所・主任ケアマネ・生活支援コーディ
ネーター
■内容
軽度認知症で独居の方の地域の見守りにつ
いて、高齢者の意欲向上、社会参加について
メンタル疾患のある方の対応について
■対策
会議内容を参加者にフィードバックし、提案に
対して本人・関係者で検討し実現に向けてさら
に関係者と話し合いを継続している。

◎

介護予防のための地域ケア会議を開催。
（6事例　5/17、7/12、9/13）
■出席した主な関係者
居宅事業所（主任CM・CM）、言語聴覚士、薬
剤師、管理栄養士、佐倉市社会福祉協議会、
民生委員、ローズクラブ、デイサービス、ヘル
パー、生活支援コーディネーター
■内容
高齢者の在宅生活維持、意欲向上、自己実
現、外出の機会、入浴支援、栄養指導、つど
いの場所、緊急時の対応、ご近所とのつなが
りを絶やさないための支援

◎

介護予防のための地域ケア個別会議
■事例検討数
６事例
■出席した主な関係者
理学療法士、作業療法士、看護師、管理栄養
士、介護支援事業所、主任ケアマネジャー、生
活支援コーディネーター
■内容
５/２３　高齢者夫婦世帯の免許返納後の移動
手段について。独居高齢者の方を地域で見守
る方法について。
７/１９　独居の方へ支援、地域の見守りを多く
し、地域との交流へつなげるためには。
９/２０　病気を患っていても住み慣れた地域で
本人らしい生活を継続するために。
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○

書面にて参加者全員に誓約書を作成してい
る。

○

・助言者へ事前に事例を渡す際は「介護保険
法第115条の48による守秘義務」について説
明し手渡しする。
・会議冒頭に個人情報の取扱いについて口頭
説明し、誓約書へ記載してもらっている。
・事例等は終了後に回収し、処分。

○

地域ケア会議では個人情報の取り扱いについ
て口頭及び書面で注意を促している。

○ ○

地域ケア会議においては個人情報の取り扱い
について口頭で説明し、誓約書に記載してい
ただいている。

42

◎

地域ケア推進会議、地域個別ケア会議後、速
やかに議事録を作成し、参加できなかった方も
含め、関係者に郵送、また、包括内でも回覧
し、情報共有している。

◎

介護予防のための地域ケア個別会議、地域ケ
ア圏域推進会議、地域ケア個別会議は、開催
後に報告書を作成。議事録・検討内容は関係
者に送付または手渡ししている。個別ケア会
議は、事例提供者のケアマネには情報の共有
を行いその後の経過を確認している。 ◎

会議開催後には会議録を作成。参加者には書
面にて送付している。会議内容は包括内にて
共有している。
【地域ケア個別会議】
議事録を作成し、会議内容については参加者
で共有を図っている。不参加だった方には電
話等で報告をしている。
【圏域ケア会議】
昨年度の課題であった議事録書式を包括内で
作成し、事例提供者含め参加者へ送付してい
る。

◎

検討内容は参加者に電話やメールにて報告
し、情報共有を行っている。議事録を作成し、
メール等で報告している。

◎

会議の内容や課題について議事録を作成し、
参加者に送付している。参加できなかった方に
も資料を送付したり、電話等で報告している。
また、会議内容を包括内で共有している。
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○

半年後のモニタリングを行い書面にて助言者
に郵送している。 ○

今年度は6月より地域ケア会議を実施している
ため、6か月後を予定しているモニタリングは
下期で対応予定。

○

電話や書面にてその後についてモニタリング
を実施。 ○

6か月後にモニタリングを実施。ＣＭからの回
答を専門職が確認。コメントをＣＭにフィード
バックしている。

○
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◎

■井野地区
〇地域課題
自宅から通える集いの場がなく、体力、筋力の
低下が懸念される。
〇解決策
わくわく体操会の立ち上げ
・4月～井野ふれあい会館で開始（事前準備打
合せ等3か月）
・井野西会館　再開支援　（打合せ2回他、市と
のパイプ役）
・山吹会の立ち上げ（事前打合せ6回）

◎

・介護予防のための個別ケア会議により、地
域課題を抽出し、参加できる交流の場につい
て、8/24地域ケア圏域推進会議を開催。地域
の新しい交流の場への移動手段、地域とのつ
ながりについて検討した。
参加者：民生委員、体操会代表、体操会運営
スタッフ。

◎

今年度は前半を王子台地区・後半をうすい地
区で介護予防のための個別ケア会議を開催。
個別ケア会議より地域課題を把握・抽出し、地
域ケア圏域推進会議を開催し、地域課題を検
討している。
今年度は個別ケア会議で提供された事例を用
いて、事例提供者のケアマネジャーと地域課
題を事前に整理し、圏域ケア会議での検討課
題を選定して実施。
【主な参加者】
圏域のケアマネジャー（主任ケアマネジャーを
含む）、市内介護保険サービス事業所、薬剤
師、地区社協、市社協、民生委員、支え合い
サービス事業者、自治会役員
※当日参加できない民間サービスについて
は、地域課題に対する意見や解決に向けた具
体策の提案内容を聞き取りし、会議当日に参
加者に対して情報共有している。

◎

8/23に「お風呂について」圏域推進会議を開
催。
入浴に対する不安をきっかけに介護申請する
ケースも多く、地域でお風呂に対する課題が
ある。介護保険に頼らなくても、「安心して入浴
ができる」環境を作るにはどうしたら良いかを
専門職と一緒に検討している。

◎

地域ケア個別会議より地域課題を抽出し、８
月の地域ケア圏域推進会議にて大崎台４・５
丁目における地域の現状と地域課題について
検討を行う。特に「独居の高齢者の見守り」
「居場所つくり」「生活支援」について検討を
行った。
■主な参加者
民生委員、主任児童委員、自治会役員、地域
住民、介護予防団体、配食サービス事業所、
主任ケアマネジャー、生活支援コーディネー
ター

45
○

市には会議後報告書に議事録を添付して報告
を行っている。 ○

月次報告提出時に議事録作成し、報告してい
る。 ○

月次報告書のほかに指定様式以外の報告書
及び参加者名簿等の関係資料を提出してい
る。

○
地域ケア会議開催月は、月次活動報告提出
時に、関連の議事録を市に報告している。 ○

月次報告書とともに、議事録など関連資料を
提出している。

センター主催の地域ケア会議における検
討事項をまとめたものを、市町村に報告し
ているか。

センター主催の地域ケア会議において、
個別事例について検討しているか。

センター主催の地域ケア会議において、
多職種と連携して、自立支援・重度化防
止等に資する観点から個別事例の検討を
行い、対応策を講じているか。

市町村から示された地域ケア会議におけ
る個人情報の取扱方針に基づき、セン
ターが主催する地域ケア会議で対応して
いるか。

センター主催の地域ケア会議において、
議事録や検討事項をまとめ、参加者間で
共有しているか。

地域ケア会議で検討した個別事例につい
て、その後の変化等をモニタリングしてい
るか。

センター主催の地域ケア会議において、
地域課題に関して検討しているか。

7



センター指標 志津北部（自己評価） 志津南部（自己評価） 臼井・千代田（自己評価） 佐倉（自己評価） 南部（自己評価）

46-1

◎

議事録、検討内容をまとめ参加者に送付。
検討事項に応じ必要な資料を配布している。

◎

検討内容について、報告書を作成し、訪問に
て手渡ししている。参加予定で、欠席となった
方にも資料と報告書を手渡ししている。

◎

検討内容については、参加者に報告書を作成
して郵送している。

◎

検討内容は参加者に電話やメールにて報告
し、情報共有を行っている。
また、ケア会議対象地域において研修会を実
施、地域住民に向けて地域包括ケアシステム
や、ご近所の支え合いの大切さについて気づ
いてもらう場を設けている。
（研修会について：5/17にローズクラブにて「住
みなれた地域でいつまでも」という研修を開
催。他に7/23に大佐倉にて「病は突然やってく
る　元気な今こそ準備する」、10/18さくら苑、
10/1飯田協同館でも開催予定。）

◎

報告書を作成し、参加者にはお礼文と共に報
告書を送付または手渡ししている。参加できな
かった方にも資料や報告書を送付している。

47-1

◎

【①地域における課題】
　南ユーカリが丘地区の地域課題
　高齢者の集いの場や、高齢者をはじめ多世
代が参加できる集いの場が少ない。

【②　①における地域課題の事例】
　コロナ禍で活動が中断してそのままになって
しまったり、それによる集いの場がないことで、
体力の低下が懸念される高齢者の方がいる。

【③　地域課題を解決するための方策を市に
提言した内容がある場合は記載】
・自治会館にて社協の100円喫茶のような多世
代が集えるものの開催。こども包括支援セン
ター、包括支援センターの周知の場にもなる。
・ラジオ体操のように参加者が多く色々な世代
の人が行っている。自治会の子供達のラジオ
体操と一緒に行ってみることも検討。

◎

【①地域における課題を記載】
・体操会や交流の場を開催したいが、リーダー
となる担い手がいないことで、開催が難しい。

【②　①における地域課題について、どのよう
な事例があったか記載】
・コロナ禍となって以降、活動休止が続いてお
り、高齢者の方が住み慣れた地域の方と交流
できる場がないことで活動意欲の低下へつな
がっている。
・活動再開や、少人数での交流の場を開きた
い意向があってもリーダー的な若い世代の担
い手がいない事で、開催したくてもできない状
況がある。

【③地域課題を解決するための方策を市に提
言した内容がある場合は記載】
・活動の担い手の育成、体操会再開支援
・地域の支え合いサービスを身近に感じてもら
うための周知、啓発活動
・地域が定期的な話合い（地域の課題など）を
行うためのサポート

◎

【①地域における課題を記載】
≪前半の王子台地区≫
独居の高齢者が増加しており、また、軽度の
認知症を発症していると思われるケースも増
えている。在宅生活を続けるためにはどのよう
な支援が必要か。地域でできることはどのよう
なことか。

【②　①における地域課題について、どのよう
な事例があったか記載】
独り暮らしで近くに住む親族が唯一の連絡先。
高齢であるが、日常生活は比較的自立してお
り、車も運転できているが、今後どのように地
域と連携しながら見守りをしていくか。免許返
納となった場合、どのような支援があるのか。

【③地域課題を解決するための方策を市に提
言した内容がある場合は記載】
・移動販売の誘致、場所の提供。
移動販売に行くことで地域でさりげない見守り
が可能。
・公共交通機関の改善。
公共交通機関を利用しやすくすることで免許
返納を積極的に進めていくことができる。
・支え合いサービス活動の周知啓発。

◎

【①地域における課題を記載】
家族が精神疾患を抱えているためキーパーソ
ンになれないといった課題がある。

【②　①における地域課題について、どのよう
な事例があったか記載】
認知症と精神障害の息子との２人暮らしで、母
に対する虐待や不適切な介護
視覚障害の母親と引きこもりの子供２人で母
親の年金で生活している。
高齢者本人に加えてその家族も何かしらの問
題を抱えるという、複合的な問題を抱えた家族
が増えている。

【③地域課題を解決するための方策を市に提
言した内容がある場合は記載】
本人、その家族に対して高齢者・障害等の垣
根なく支援が出来る体制づくり

◎

【①地域における課題を記載】
・地域で居場所づくりは進んでいるが、実際の
需要はどうか。引きこもりの高齢者をどのよう
に見つけ、居場所を必要とする方とのマッチン
グをどのように行うか。

【②　①における地域課題について、どのよう
な事例があったか記載】
・高齢者の独居の方。地域との関わりがなく体
調不良時に頼れる人が周りにいない。

【③地域課題を解決するための方策を市に提
言した内容がある場合は記載】
・地域の集会所を活用してさまざまな世代が交
流できる、また地域の方が気軽に相談できる
場をつくる。
・交流の場など催しを行う際の地域への周知。

11.0 11 11 11 11 11

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(5)　介護予防ケアマネジメント・指定介護予防支援
48

◎

介護予防のための個別地域ケア会議の開催
時に、ケアマネジメントに関する基本方針を説
明している。また、定期的に開催している勉強
会でも説明しており、今年度は4/17に開催した
（17名参加）。職員間でも常時確認、周知、話
し合いを行っている。

◎

自立支援・重度化防止の考え方について資料
（自立支援に資する介護予防ケアマネジメント
の視点）を作成。
4/14居宅介護支援事業所にはケアマネ交流
会で周知。センター職員にも周知した。

◎

介護予防のための個別ケア会議を開催する
前には、事例を提出頂く居宅介護支援事業所
に対して、市の基本方針について説明を行っ
ている。センター職員には会議等を通じて周知
を図っている。

◎

介護予防のための地域ケア会議やケアマネサ
ロン等で、自立支援・重度化防止等のケアマ
ネジメントに関しての周知を行っている。

◎

介護予防のための地域ケア個別会議開催に
おいて、センター職員や委託先居宅支援事業
所に向けて会議の目的や自立支援に向けた
市の方針、取組など説明している。

49

◎

地域のささえあい事業（スマイルサービス、ふ
れ愛サービス、お助けたい）や配食サービス、
ジルバ―人材センター、移動サービス、移動
スーパー、自費の福祉用具サービス等を位置
付けている。

◎

民生委員の見守りや緊急通報、配食サービ
ス、地域の支え合いサービスや民間有償サー
ビス、シルバー人材サービス、福祉用具自費
サービスなどを位置付けている。 ◎

民生委員、地区社協やボランティアグループ
等の地域団体、配食サービス事業所等の多様
な地域の社会資源を活用することを心掛けて
いる。 ◎

介護支援専門員の情報提供依頼により生活
支援コーディネーターと協力して生活支援（買
物・移動・傾聴・運動など）や社会資源（ヤック
ス移動スーパー、風の村買物バス、千成ふれ
あいサービス、城の辺地区社協買い物バスな
ど）に繋いでいる。

◎

地区社協が行う支えあいサービスや社協・シ
ルバー人材センターが行っている移送サービ
ス、配食サービスなどの地域資源をサービス
計画書に記載している。

49-1

○

月に１回の電話等でのモニタリングと３か月ご
との訪問を通して、多角的な視点でアセスメン
トと課題分析を行いプラン作成している。

○

基本情報や基本チェックリスト、ケアプランの
アセスメント領域と現在の状況～総合的課題
を用いて、課題分析を実施。適時モニタリング
を行い、目標に対する評価を行い、新たな課
題がなどを確認しながらケアプラン作成してい
る。

○

利用者の課題に対して介護事業所によるサー
ビスに加えて、NPO・ボランティア・民間企業な
どの地域の多様な資源による支援を検討して
いる。評価を行い、状況が変化した時には再
検討をしている。地域の介護支援専門員から
地域の資源についての相談があった際には情
報提供をしている。

○

介護保険サービスに限らず、本人が持つ強み
を生かすこと、地域のかかわりや資源を活用
することを意識してプランを作成するように声
掛け等を行っている。

○

50

◎

わくわく生活手帳、私らしく生きるをささえる手
帳を配布、活用している。
佐倉ふるさと体操を随時実施し周知している。

◎

「わくわく生活手帳」「私らしく生きるを支える手
帳」「地域の支え合い助け合いリスト」を配布、
活用している。介護者教室や出前講座などで
案内している。 ◎

としとらん塾で市作成の「わくわく生活手帳」を
積極的に活用している。「わたしらしく生きるを
支える手帳」も来客者や出前講座にて案内し
ている。 ◎

わくわく生活手帳、ふるさと体操パンフレット、
ふるさと体操カードを活用するとともにとしとら
ん塾・介護者教室等で案内している。また、窓
口相談において必要な方には「ケアパス」、
「安心カード」、「認知症かな？一人で悩まずよ
し相談！」、「私らしく生きるを支える手帳」の
活用を説明している。

◎

わたしらしく生きるを支える手帳や佐倉ふるさ
と体操のパンフレット・スタンプカードを活用し、
としとらん塾や出前講座などで案内している。

51

○ ○ ○ ○ ○

51-1

○

毎月の提供票作成時にスタッフ全員のサービ
ス利用状況を把握し、偏りが生じないように配
慮している。

○

委託先と利用者の一覧表や、ケアマネ調整が
必要な利用者一覧を作成し管理。カナミックの
ＣＳＶデータで確認している。

○

依頼先一覧表を作成し、偏りのないように配慮
している。 ○

依頼先一覧表を作成し、スタッフ全員が偏らな
いように配慮している。 ○

依頼先一覧表を作成し、偏りがないように配慮
している。

52

○

ケアマネ担当依頼一覧表を作成し、委託が偏
らないように配慮している。

○

利用者リストを作成し委託先を把握。進行管
理については、定期的に確認を行い、不備が
ある場合には提出を依頼している。

○

直営・委託利用者の介護認定情報・実績の有
無・評価・計画書の提出時期などを管理するた
めに「件数報告書」を作成し、運用している。ま
た、紙ベースでも委託契約した利用者・サービ
ス開始時期・終了時期等を把握するようにして
いる。

○

台帳を作成し、書類が整っているか定期的に
確認し不備がある場合には提出して頂くように
依頼している。

○

ケアマネジャー担当一覧表を作成し、委託間
の偏りが出ないように配慮している。

7.0 7 7 7 7 7

100.0% 100% 100% 100% 100% 100%

51.0 51 51 51 51 51

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

平均点数・％

２計　平均点数：個数

２計　点数：％

介護予防ケアマネジメント・介護予防支援
のケアプランにおいて、保険給付や介護
予防・生活支援サービス事業以外の多様
な地域の社会資源を位置づけたことがあ
るか。

介護予防ケアマネジメント・介護予防支援
のケアプランにおいて、利用者の課題を
見立て、的確な評価を行い、作成している
か。

利用者のセルフマネジメントを推進するた
め、市町村から示された支援の手法を活
用しているか。

介護予防ケアマネジメント・介護予防支援
を委託する際の事業所選定の公平性・中
立性確保のための指針が市町村から示さ
れているか。

個別支援にあたり、特定の事業所または
サービスに偏らないように配慮している。

介護予防ケアマネジメント・介護予防支援
を委託した場合は、台帳への記録及び進
行管理を行っているか。

センター主催の地域ケア会議の検討内容
をとりまとめて、住民や関係者向けに周知
しているか。

複数の個別事例から地域課題を明らかに
しているか。

平均点数・個数

平均点数・％

自立支援・重度化防止等に資するケアマ
ネジメントに関し、市町村から示された基
本方針を、センター職員及び委託先の居
宅介護支援事業所に周知しているか。

8



センター指標 志津北部（自己評価） 志津南部（自己評価） 臼井・千代田（自己評価） 佐倉（自己評価） 南部（自己評価）

３　事業間連携（社会保障充実分事業）
53

◎

年間８ケースの自立支援のための地域ケア個
別会議において管理栄養士、管理薬剤師、理
学療法士、作業療法士に助言者として参加い
ただき事例検討している。
9/26　志津南部包括と共催で訪問看護師、管
理栄養士、薬剤師を交えて事例検討会を開催
した。（ﾃｰﾏ「事例検討を通して、医療との連携
の視点を踏まえた支援について再確認する」） ◎

・東邦大学医療センターで、毎月認知症初期
集中支援チームのチーム員会議を開催してお
り、その場を活用して、事例検討を実施。
・東邦大学医療センター佐倉病院の主催で11
月に認知症の研修会参加予定。包括より認知
症初期集中支援チームとして事例を発表する
事となっている。
・9/26志津北部と合同で包括主催にて、医療
と介護連携について、訪問看護ステーション、
薬局から管理栄養士、薬剤師に助言者として
参加依頼した。ケアマネから事例提供「認知機
能低下により、糖尿病の管理が困難が一人暮
らしの女性」について事例検討行った。

◎

9/14　包括主催にて訪問看護ステーションと
合同の事例検討会を実施した。

◎

8/22佐倉包括・南部包括合同で「事例検討
会」を開催。在宅サービスに向けてＣＭと訪問
看護で検討を行った。

◎

・８/２２　佐倉地域包括支援センターと合同で
開催。クランベリー訪問看護ステーションの訪
問看護師の方に講師を依頼し、「独居の方の
支援」について事例検討会を開催した。

54

○

4/6　レビー小体型認知症についてのオンライ
ン勉強会
6/15　脳神経疾患の地域医療・介護の会のオ
ンライン勉強会
7/14　高次脳機能障害地域支援者向け講座
に参加
7/23　成田市在宅医療研修会にオンライン参
加
7/26　多職種・多機関協働研修にオンライン
参加
7/28　地域かかりつけ医との連携勉強会にオ
ンライン参加

○

7/26多職種・多機関協働研修会にＺＯＯＭで
参加した。

○

6/28地域かかりつけ医との症例検討会に
ZOOMで参加。
7/23　成田市在宅医療・介護連携センター主
催の「在宅診療における迷惑行為対策」に
ZOOMで参加。
7/26　千葉市在宅医療・介護連携センター主
催の「福祉まるごとサポートセンターの開設」
にZOOMで参加。

◎

6/12「佐倉・南部地域在宅医療介護連携（さき
いか）」にて医療関係者との勉強会（意見交換
会）を行った。
6/15「脳神経疾患の地域医療・介護の会」参
加。

◎

・６/１２佐倉・南部地域在宅医療・介護連携会
議（さきいか）に医療関係者との勉強会を開催
した。
・６/１５　脳神経疾患の地域医療・介護の会に
参加。認知症の方の対応困難事例について事
例提供を行い、対応方法について意見交換を
行った。
・８/２２　合同勉強会にて、高齢者に多い疾患
について訪問看護師に講話をいただいた。

55
○ ○ ○ ○ ○

55-1

○

医療介護連絡票を使って医療機関との連携を
計り、情報共有に努めている。

○

入退院時に、病院の医療連携室ソーシャル
ワーカー、退院支援看護師と連絡調整や情報
提供及び、随時連絡調整を行っている。

○

入退院相談や介護申請があった時には病院
の医療相談室・看護相談室に情報提供を行
い、連携を図るように努めている。必要時、医
療連携シートを作成して連携を図っている。 ○

家族からの相談に対して、医療的な支援や病
院との連携が必要な際は介護連携共通連絡
票を活用するなどして、情報共有を図っている
他、病院からの相談に対しても、必要に応じて
自宅への訪問対応など行っている。

○

医療機関との連携が必要な場合は、医療介護
連携共通連絡票やソーシャルワーカー、退院
支援看護師を通して情報共有を行い、連絡調
整を行っている。

55-2

◎

【①地域の医療と介護の連携に関する課題を
記載】
・受診同行等の協力者が不在である高齢者へ
の対応は課題である。

【②解決に向けた取組内容を記載】
・医療介護連携連絡票の活用。行政へ親族調
査の依頼。保証協会等の紹介。成年後見申し
立てのご案内。訪問看護の受診同行等の自
費サービスのご案内。

◎

【①地域の医療と介護の連携に関する課題を
記載】
コロナ禍となり、医療機関との連携は取りにくく
なっている。特に、地域の病院は特に感染対
策として連携が難しい。地域の病院だけでな
く、総合病院との顔の見える関係づくりや連携
の取り組みが必要。

【②解決に向けた取組内容を記載】
 ケアマネが連携を取りやすくなるために、医
療機関との顔の見える関係づくりが図れるよ
う、医療機関へ訪問し啓発。医療介護共通連
絡票の活用・啓発。
今後、１月に包括主催で医療と介護の連携の
勉強会を開催予定。

◎

【①地域の医療と介護の連携に関する課題を
記載】
・コロナ禍の影響で今まで実施していた医療関
係者と介護関係者の交流会が開催されなく
なった。第5類へ移行した後も影響は続いてい
て、顔の見える関係作りの継続が困難になっ
ている。

【②解決に向けた取組内容を記載】
・医療介護共通連絡票と生活問診票の更なる
活用・啓発。
・カンファレンスや受診同行など日頃から顔を
合わせる機会を作ることが重要と考えている。
合同の事例検討会や地域ケア会議などを通じ
て顔の見える関係性作りを進めていく。
・コロナ禍からの影響で中止となっている在宅
医療の勉強会の開催についても今後は検討
が必要と考えている。

◎

【①地域の医療と介護の連携に関する課題を
記載】
1.地域住民に医療的資源が把握できていな
い。
2.地域の病院ほか、専門職との連携強化

【②解決に向けた取組内容を記載】
1.地域住民向けに講座を行い、啓発活動を行
う。
2.さきいか（佐倉南部圏域在宅医療・介護連携
地域ケア会議）や地域ケア会議等で連携を図
ると共に専門職と一緒に地域に出て活動する
場を作っている。

◎

【①地域の医療と介護の連携に関する課題を
記載】
・地域の医療機関との顔の見える関係性づく
り。コロナが５類に移行し、面会制限は緩和さ
れつつあるが、医療機関毎に対応方法が異な
る。医療・介護連携における取組が必要。

【②解決に向けた取組内容を記載】
・佐倉・南部地域医療介護連携会議におい
て、５類移行後の各医療機関の状況・対応方
法について情報共有を行った。
・医療介護共通連絡票の更なる活用・啓発を
行う。
・医療機関・サービス事業所・施設など幅広い
関係機関を対象とした交流会の実施を計画し
ている。

56

○

チーム員で定期的にカンファレンスを行い、必
要時は臨時でカンファレンスを行っている。 ○ ○ ○

対象者として終了後も介護者教室・オレンジカ
フェ等に参加してもらい情報共有を図ってい
る。

○

56-1

◎

概ね月1回、認知症初期集中支援チーム員会
議を開催し、チーム医を交えて支援方法を検
討している。
また会議以外でも認知症で相談来所の方を必
要時チームドクターに繋げ、情報共有を行い、
支援方法を検討している。

◎

月に1度、東邦大学佐倉病院の脳神経内科の
医師と公認心理師、看護師と会議を開催。精
神科医と認知症高齢者の自宅に6/26に訪問。

◎

月1回チーム員会議を開催している。会議以外
でも必要に応じてサポート医と個別相談できる
関係性が作られている。

◎

認知症初期集中支援チーム員会議を月に1回
程度開催。また、感染予防の観点から対面に
よる会議が困難な状況にあっても、電話やリ
モート会議による対応を検討。 ◎

初期集中支援チーム会議を開催し、支援方法
や今後の課題について検討している。必要に
応じて、認知症サポート医や認知症専門医の
クリニックを紹介し、共通連絡票を活用して連
携を図っている。

在宅医療・介護連携推進事業における相
談窓口に対し、相談を行っているか。

在宅医療・介護連携推進事業における相
談窓口に対し、連携調整・情報提供等の
対応を行っているか。

地域の医療と介護の連携における課題を
市と共有し、医療と介護のネットワークづく
りに取組んでいる。

認知症初期集中支援チームと訪問支援
対象者に関する情報共有を図っている
か。

認知症高齢者やその家族等の対応につ
いて、認知症サポート医と共に対応方針
を検討する場を設けている。

医療関係者と合同の事例検討会に参加し
ているか。

医療関係者と合同の講演会・勉強会等に
参加しているか。

9



センター指標 志津北部（自己評価） 志津南部（自己評価） 臼井・千代田（自己評価） 佐倉（自己評価） 南部（自己評価）

56-2

◎

認知症への地域の取組を記載
■年度初め4月に、自治会・町内会の集いの
場や団体の活動の場に出向き、認知症サポー
ター養成講座や声掛け訓練・オレンジカフェの
紹介・周知をおこなう。井野小学校区まちづく
り協議会で声掛け訓練開催決定となる。以
降、認知症サポーター養成講座や打ち合わせ
の日程など調整のため、代表者と連絡を取り
合っている。
■小竹小学校区まちづくり協議会子供会で
も、認知症サポーター養成講座の説明・お誘
いをする。
■民生委員、地区社協とも連携を取り、地域
の中で認知面で心配のある方に関する相談を
しやすい体制づくりに努めている。近隣住民や
家族、民生委員、体操会などから相談を受け
た対象者宅に包括看護師同行で訪問、見守り
を継続し、オレンジカフェやサロンに繋がった
方もいる。
■認知症地域支援推進員の活動を載せた包
括だよりを出張所、志津コミュニティセンター、
郵便局にて配架している。

◎

【認知症への地域の取組を記載】
・4/21、7/14　あやめ薬局で認知症サポーター
養成講座開催。
・6/7　佐倉西高校で認知症サポーター養成講
座開催。
・7/2　中志津地区社協福祉委員向け研修会
において、認知症の家族の介護体験発表のサ
ポート及び、認知症の症状・理解・介護方法等
について講座を実施。
・10/8　西志津地区社協で認知症サポーター
養成講座開催予定。
・10/22　西志津地区社協で認知症声掛け訓
練実施予定。

◎

【認知症への地域の取組を記載】
・自治会連合会、まちづくり協議会にて認知症
初期集中支援チームや認知症推進員の役割
を紹介し認知症に関する啓発活動を行ってい
る。
・認知症サポーター養成講座を開催
・11月に千代田地区での認知症高齢者声掛け
訓練の実施に向けて打ち合わせ・準備を進め
ている。

◎

【認知症への地域の取組を記載】
・5/8 田町地区で開催の「いきいきサロン」に
参加
・5/11 「ローズクラブ役員会」で認知症チェック
リストやもの忘れ相談について啓発
・6/12 「堀内青年館でのサロン」に参加
・6/27、28 宮前地区の「お茶会」、8/5本町地
区主催の「けやきクラブ」に参加し、それぞれ
啓発活動を行った。
・6/29 白銀地区にて認知症サポーター養成講
座を開催
9/2 「健栄鏑木薬局の健康測定会」に参加し、
認知症相談会を開催。
・11月頃、大蛇町高齢者クラブで「夫婦で学ぶ
認知症」開催に向けて調整中。

◎

認知症への地域の取組を記載
・昨年度に実施した認知症声掛け訓練につい
て法人の広報誌や包括だよりにて特集ページ
を作成し、民生委員にも啓発を行った。
・８/３０地域ケア会議にて、自治会や民生委
員、地域住民の方とともに地域での見守りに
ついて検討した際に認知症地域支援推進員も
参加し、声掛け訓練をはじめとした認知症関
連の地域での取り組みについて情報提供を
行った。
・来年２月に認知症地域支援・ケア向上事業
推進補助金交付事業として、若年性認知症の
当事者の方の講演会を同法人内事業所が主
催で開催予定。認知症地域支援推進員は、連
携して定期的に話合いを行い、内容の検討を
行っている。

56-3

◎

■オレンジカフェでは、参加者の中で当事者・
家族の割合が高く(今年度７８％）、それぞれの
思いや意見を取り入れるよう努めている。当事
者のできる事・得意な事などを見つけ、実践で
きる企画をしている。家族同士の交流の場に
なるよう、座席に配慮をしている。
■介護者教室では、アンケートでいただいた
意見を参考に、企画している。6月は後見人、8
月は腰・膝痛予防と福祉用具の紹介をテーマ
に開催した。10月には認知症の人と家族の会
から講師をお招きし、座学とグループディス
カッションで構成する予定である。

◎

■認知症ｶﾌｴ
地域の自治会館を借りて、毎月第2日曜日に
開催している。参加者は、本人・家族。チーム
オレンジの方に認知症の方のサポートで参加
してもらっている。また、当事者の方にボラン
ティア活動として、役割をもっていただいてい
る。
■介護者教室
・5/31　介護施設について
・7/18　介護者のストレス解消について開催。
開催後には、アンケート実施、評価及び今後
開催してほしい内容を参考に次年度開催の参
考にしている。
今年度は、10/5「後見人について」、11/1「身
体介護技術について」を開催予定している。

◎

■認知症カフェ
月1回、屋外もしくは使用許可のでている施設
の一部を活用してカフェを開催。参加者は当事
者・家族を中心とし参加人数を制限して継続。
当事者・家族が取り組みたいことを実現できる
よう運営協力を頂いているボランティアと共に
内容を検討実施している。
【協力頂いているボランティア】
認知症サポーター、認知症サポーターステップ
アップ講座終了者、介護予防リーダー等
■介護者教室（年4回開催）
教室開催時の講師は可能な限り、市内にある
関係機関の専門職に依頼している。また、開
催終了時にはアンケートを実施して、講座内
容の評価や今後の講座内容についての意向
を聞き取りしている。
今年度は6/27　家族信託、8/23　緩和ケア、
10/27　パーキンソン病、11/26　認知症の対
応について実施。

◎

■認知症カフェ
当事者や家族、一般の方やボランティアなど
垣根なくお話ができるような場を提供。また当
事者や家族主体での特技を活かした楽器演
奏や用意してくださった小話などの発表の場と
なるような機会を設けながらカフェを開催して
いる。
■介護者教室
年4回の開催のうち2回を権利擁護（5/26消費
者被害、7/21成年後見制度）をテーマにして
開催している。
・また、9/29には当事者や介護者にとっても悩
みとなっている「足の健康とフットケア」をテー
マにした教室を開催。12/13には「口腔ケアと
栄養について」の開催を予定している。

◎

■認知症カフェ
定期的に参加している方も含めて毎月１５～２
０名程度の方が参加されている。参加者に好
評な音楽関連の内容を中心に、無理なく身体
を動かせる内容を企画している。４～６月は参
加者からの希望で、参加家族のピアノ演奏に
合わせて参加者で歌を歌う時間も設けた。
■介護者教室
参加者からのリクエストや総合相談での相談
内容の傾向、今まで開催した内容の反響を考
慮して内容を検討している。
今年度は５月「施設の探し方について」、７月
「消費者被害」、９月「成年後見と家族信託に
ついて」をテーマに開催した。１２月に「かかり
つけ薬局との付き合い方」をテーマに開催予
定。

57

◎

■包括支援センター内でも常に活用できる社
会資源について情報共有・意見交換をおこ
なっている。
■個別の地域ケア会議では生活支援コーディ
ネーターとして社会資源の開発・活用に関して
助言をおこなっている。
■自治会の防犯・防災部や集いの場に出向
き、地域のニーズ把握に努め、協議をしてい
る。 ◎

・地区社協、自治会、有償サービス定例会議
に参加し、情報収集を実施。また通いの場等
に定期的に赴き、情報収集や情報交換しなが
ら、地域の課題把握に努めている。
・認知症地域支援推進員、介護予防担当者と
連携し、出前講座や同行訪問を行っている。

◎

生活支援コーディネーターとは常に連携し、
ケース検討会議や協働事業（個別ケア会議・
地域ケア圏域推進会議・介護予防事業・認知
症カフェ・地域の移動支援団体への継続的な
関わり等）を通して情報共有をしている。
ケース検討会議や協働事業で地域課題を把
握し、今年度は昨年地域ケア圏域推進会議を
実施した千代田地区にて、「見守り」をテーマ
に生活支援コーディネーターを中心に協議体
を設置し協議を実施。

◎

①朝礼や包括内会議で、センター三職種と生
活支援コーディネーターとで支援の進捗状況
を確認、情報共有。
②内郷地区社協の「あんしん内郷」に生活支
援コーディネーターが参加、災害時に支援が
必要な高齢者への平時からの取組みを進め
ている。
③生活支援コーディネーターが民生委員等と
共に「介護予防のための地域ケア個別会議」
に参加、個別ケースに対し社会資源の情報提
供をするとともに、地域へ持ち帰り、解決に向
けて検討している。
④生活支援コーディネーターが「包括内事例
検討会」に参加し、個別ケースへの情報提供
と共に、地域課題について話し合っている。

◎

・生活支援コーディネーターとは常に連携し、
包括内のケース検討や包括会議を通して情報
共有を行っている。
・包括事業である介護予防のための地域ケア
会議、地域ケア圏域推進会議には助言者とし
参加し、地域の情報・社会資源を共有してい
る。
・介護予防担当、認知症地域支援推進員と連
携し、地域の出前講座や訪問を行っている。
・地区社協、民児協、支え合いサービスの定
例会議に参加し、情報収集を行い、地域の課
題把握に努め、包括職員とも共有している。
・山王地区で毎月協議体を開催している。

57-1

◎

【地域の課題解決に結びついた事例を記載】
■宮ノ台のマンションでは、“高齢者も多く住ん
でいるはずだが、付き合いが無い、どのような
人が居るのかわからない”といった声からわく
わく体操会を立ち上げ、6月で1年となる。今年
度は会員募集の張り紙などの効果も出て、周
知が進み少しづつ会員が増えた。会の活動を
通じて包括支援センターの周知も進み、相談
に来所してくれるケースがでてきた。
■井野地区では、コロナ禍前の地域ケア会議
で集いの場作り・体操会立ち上げが課題と
なっていた。4月に井野ふれあい会館でわくわ
く体操会がスタートし、集いの場・情報交換の
場となっている。

◎

【地域の課題解決に結びついた事例を記載】
・介護予防のための個別ケア会議、地域ケア
圏域推進会議等に生活支援コーディネーター
が参加し、資源の提案と共に地域の課題把握
を行っている。
・今年度は地域の自治会個別に課題解決に向
けての働きかけを中心に実施。9月30日に下
志津地区にて協議体を実施。参会者の方々か
らも意見いただき、定期的に会議開催し解決
に向けて取り組んでいく方向。 ◎

【地域の課題解決に結びついた事例を記載】
①昨年、地域ケア圏域推進会議を実施した千
代田地区・うすい東地区では、買物のための
外出が困難との課題があり、コロナ禍で中止と
なっていた買い物バスの再開について介護事
業所に協力を要請し開始することができた。
②うすい東地区ではNPO法人が実施している
通いの場の情報提供を行ったところ、地域の
方が通うようになり民生委員や包括支援セン
ターの見守りに活用されている。また、介護支
援専門員にも情報提供し、支援に組み入れて
頂いている。
③千代田地区では協議体を設置したことを
きっかけに出張相談会を実施することができ
た。また、協議体と介護支援専門員との交流
会を開催し、地域とのつながりを持つ機会を設
けた。

◎

【地域の課題解決に結びついた事例を記載】
・圏域内の専門職（理学療法士、薬剤師、栄養
士等）でチームをつくり、サロンを訪問。体力測
定や専門職への気軽な相談の場を継続的に
開催する体制づくりをしている。
・9/2健栄鏑木薬局の測定会に参加、認知症
に関する啓発を行った。
・業務のなかで介護支援専門員からの相談に
対し、生活支援コーディネーターと連携して、
通いの場や生活支援、ご近所の支え合い、栄
養士などの専門職相談などへ繋ぎ、連携を
図っている。

◎

【地域の課題解決に結びついた事例を記載】
・昨年度から住民のニーズに対する課題解決
のため「山王みらいプロジェクト」を立ち上げ、
今年度も協議体として継続。毎月開催。今年も
地域住民の交流、買い物支援を目的に９/１７
「ゼロ円バザー」を開催し、500名近い来場者
があった。
・個別ケア会議や地域ケア圏域推進会議に生
活支援コーディネーターが参加し、地域課題
の把握や社会資源の提案を行っている。
・8月に開催した大崎台４，５丁目対象の圏域
推進会議において、集会所の活用方法や独居
の方の見守りについて議題に挙がった。今後
の取り組みについて包括、生活支援コーディ
ネーターが一緒に検討していく。

11.0 11 11 11 11 11

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

認知症の当事者や家族の視点を重視し、
認知症カフェのや介護者教室の運営を
行っている。

生活支援コーディネーター・協議体と地域
における高齢者のニーズや社会資源につ
いて協議をしているか。

高齢者の住む地域の生活支援に関する
ニーズを把握し、地域課題の解決に向け
た取組を行っている。

３計　平均点数：個数

３計　点数：％

認知症高齢者が住み慣れた地域で自分
らしく暮らし続ける環境を整備するため、
医療・介護関係者だけでなく、自治会・町
内会・民間サービス等にも啓発を行い、共
に支える取組を行っている。
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センター指標 志津北部（自己評価） 志津南部（自己評価） 臼井・千代田（自己評価） 佐倉（自己評価） 南部（自己評価）

４　佐倉市独自の評価指標

(1)　介護予防事業
58-1

◎

定期的に地域の通いの場に出向き出前講座
を開催している。講座内容は通い場と参加者
の状態を把握、必要性の高いものを選出、そ
こから個別の相談窓口へと繋げている。顔の
見える関係性を築くことで相談窓口としての機
能も高まり、予防の必要な高齢者を把握する
他に相談のあったケースにも対応している。ま
た、生活支援コーディネーターと連携すること
で通いの場の開催継続支援にも繋がってい
る。

◎

地域のわくわく体操会、１００円喫茶で出前講
座実施。
・6/22、6/23　熱中症対策で高齢者が使える
ツールについて
・9/22残暑後の健康管理について
・11/20　わくわく体操会で、季節に応じた健康
管理について講座実施予定。 ◎

■通いの場の団体が活動再開を迷っている時
にまず話をお聞きする。活動している団体へ
は生活コーディネーターと連携し活動状況を
確認、感染予防対策の指導等を行い、新たに
知り得た団体へ訪問。休会中の団体の代表者
には様子確認の連絡をしている。.圏域高齢者
クラブの活動状況を把握。
■民生委員や地域住民や、通いの場の代表
者からの気になる方の状況を把握し、戸別訪
問等での対応にて、必要な支援へつなげてい
けるよう努めている。
■独自事業から自主化した団体へ定期的に
様子を伺っている。

◎

「地域包括支援センターだより」・「ほけんだよ
り」・「元気はつらつ体操カレンダー」を作成し、
地域の通いの場に出向く際に持参・説明した。
また、各団体の新型コロナ感染予防対策にも
目を向け、必要時は助言も行った。通いの場
に足を運んだ際に、地域住民から相談を受け
ることもあり、支援に繋げることができた。 ◎

介護予防担当者と生活支援コーディネーター
が定期的に通いの場に訪問し、実施状況や内
容の確認を行っている。包括だよりやとしとら
ん塾の案内も行い、介護予防の啓発を行って
いる。総合相談から通いの場につなげた利用
者については、その後の利用状況について団
体の代表者に連絡をとって状況確認を行って
いる。
また、南部地域福祉センターで行っている介
護予防事業（水曜体操会、お元気クラブなど）
とも連携し、としとらん塾へ繋いだり、状況確認
を行っている。

58-2

◎

定期的に介護予防リーダー交流会を開催し、
リーダー間で情報交換を行っている。（5/24志
津コミュニティセンターで活動報告、「ユニカー
ル」をおこなった。）
また、としとらん塾や地域の集いの場でのアク
ティビティ、イベントを企画段階から共に行うこ
とで、より密に情報交換をすることができた。

◎

7/27　第1回介護予防リーダー交流会開催。
福祉用具2事業所へ出席依頼し、補聴器仕組
みと耳の聞こえについて講義。訪問看護事業
所に出席依頼し、自宅でできる転倒防止も体
操実施。
11/17　第2回介護予防リーダー交流会開催予
定。福祉用具事業所による、耳の聞こえのテ
スト、補聴器の種類、性能について講義予定。

◎

■介護予防リーダー・カフェボランティア対象
の交流会を開催、各々の交流のため自己PR
をするゲームを取り入れ工夫した。学びの会
に向けどんなことを学びたいか、意見交換をし
た。
■カフェの協力をいただいているリーダーの人
数は多く、それぞれ役割を担ってもらってい
る。随時包括からのお知らせ等を対面や郵
送、電話で連絡をしている。
■今年度新規登録のリーダーは、個別で包括
の事業案内を行い、意向の確認等をして交流
を図っている。都合により包括事業に協力でき
ない方へも包括通信等で事業の周知を図って
いる。
■リーダー・ボランティアのスキルアップのた
め、12月開催の学びの会（テーマは災害対策）
に向けて準備をしている。
また、11月実施の認知症声掛け訓練ではリー
ダー・チームオレンジの方に協力をいただき知
識を深めていただく。

◎

5/18に介護予防リーダー交流会を行い、12名
が参加された。介護予防リーダーとしての今後
の活動のアイデアに繋げることを目的として、
音楽体操をされている講師（健康運動指導士・
認知症予防専門士）も参加。講義を通じて介
護予防リーダー自身も楽しく学べる場となって
いる。

◎

・４月に介護予防リーダー交流会を開催。活動
状況や活動するうえでの課題などの情報交換
を行った。また、勉強会に関する希望を聞いた
うえで、６月に介護予防リーダー向け勉強会を
行った。理学療法士や健康運動指導士を講師
に迎え、普段の活動において活用しやすい講
話や内容について学ぶ機会になった。

58-3

◎

生活と連携して通いの場に出向き、介護予防
事業について周知活動及び出前講座を行う。
また、医療機関への包括新聞の配布や地域
のスポーツクラブや商業施設等と共同でイベ
ントを開催より多くの人への周知に努めた。

◎

としとらん塾開催について、ポスター作成し、
わくわく体操会、自治会、サロン、配布、周知
に努めている。また、地区社協の会議などでも
啓発を行っている。

◎

■市主催事業：総合相談時、介護予防が必要
な方への情報提供やとしとらん塾の参加者、
出前講座先で情報提供をしている。
■としとらん塾：総合相談で相談の多い地区、
また通いの場の活動が休止している地区にス
ポットを置き開催。民生委員や自治会、会場担
当者に協力を頂き周知を図った。
■昨年よりも出前講座の介護予防に関する
テーマの依頼は増えている。要望に合わせ資
料の作成・準備等を行い、介護予防の認知向
上に務めている。

◎

介護予防事業について、「地域包括支援セン
ターだより」で宣伝したり、各事業のチラシを作
成し自治会等で配布・掲示していただくなど、
周知に努めている。包括職員も訪問の際など
にも個別に情報提供している。

◎

包括たよりや開催案内のチラシを作成し、公
共施設や地域の関係機関に掲示・配布を依頼
している。また、総合相談において閉じこもり
が懸念される方や継続的に関わりが必要な方
には個別に案内し、フレイル予防の啓発も行っ
ている。

3.0 3 3 3 3 3

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(2)　その他
59-1

○ ○ ○ ○ ○

59-2

○ ○

圏域内だけでなく、圏域外でも申請支援を行
い、他圏域の方について同意を得た上で、担
当地域の包括や担当ケアマネに情報提供を
行っている。

○ ○ ○

60-1

○ ○

理由書作成について、事前に自宅訪問し、事
業所家屋調査行い、本人の身体状況や改善
の個所を確認した上で改修による改善内容を
具体的に記載している。改修目的で、不明な
点は介護保険課に確認したり、包括内で情報
共有行っている。

○

市作成の住宅改修理由書マニュアルを参考に
作成をしている。作成時に判断に悩むときに
は、市の担当者の方の助言・指導を受けるよ
うに心掛けている。特定の事業所に偏らない
ように、職員間で情報交換をする他、リストを
作り管理し、見積りは複数（2社以上）で取るよ
うにしている。

○

住宅改修の業者紹介にあたっては複数の業
者を紹介し相見積もりについての説明を行っ
ている。改修の目的と改修方法で不明な点が
あれば介護保険課給付班に適宜確認してい
る。

○

理由書作成にあたり、不明な点は市に確認を
行っている。改修により改善が期待される内容
を具体的に明記し、職員間で理由書に不備が
ないかお互いに確認している。また、業者に依
頼する際は特定の事業所に偏らないようにリ
ストを作成し管理している。

60-2

○ ○ ○ ○ ○

61-1

◎

新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行
後においても、開所前の事務所内消毒、職員
の手指の消毒、マスク着用、来所相談後にデ
スクや出入り口、使用した筆記具等の消毒、
窓口のパーテーション仕切りを行っている。

◎

現在も、感染予防対策として、包括内におい
て、アクリル板、シート設置、マスク着用、換
気、手指消毒、朝夕職員の健康チエック、車内
消毒継続。在宅での行動について、外出時の
マスク着用、手洗い、消毒の徹底、多くの人で
密集する場には自粛要請。9月末まで月2回、
職員全員コロナ抗原検査実施。
感染対策：職員に感染が発生した場合、法人
に報告。包括内消毒。他職員の体調確認、
37℃以上の発熱及び風邪症状、（家族の状態
含め）あれば出勤停止し、受診し報告。出勤人
数の削減。訪問制限。訪問必要時は、フェー
スシールド使用。

◎

センター職員は常時不織布マスクを着用。毎
朝、体温測定をして警備室にてチェックを受け
てから入店している。センター内はパーテー
ションを設置し、定期的に消毒をし、サーキュ
レーター・入り口を開放の上、換気をしている。
帰社時には、手洗い・うがいを実施。感染の可
能性のある方と接触する際には感染予防セッ
ト（手袋・エプロン・靴カバー・体温計・消毒セッ
ト等）を持参して必要に応じて使用している。
また、感染が急拡大した場合には、在宅勤務
も含めた勤務体制を変更する準備ができてい
る。

◎

新型コロナウィルス感染症の５類感染症移行
後も基本的な感染予防対策（手洗い、消毒、
換気等）や職員の健康管理（出勤時の体温測
定、健康チェック表記入）を継続し行っている。
流行状況の把握と情報共有、備蓄品の確保
等感染の急拡大時に備え、感染症対応マニュ
アルに沿って迅速な対応が出来るよう準備し
ている。 ◎

事務所内や相談スペースにおいては定期的に
消毒し、常に換気を行っている。職員は毎朝
体調確認を行ってから出勤している。体調不
良の場合は欠勤・早退とし、抗原検査等で感
染状況を確認するとともに、他職員の訪問を
控える対応をしている。5月に5類感染症に移
行後は定期的な検査は行っていないが、抗原
検査キットを各職員に決められた数（5セット）
配布し、適宜使えるよう準備している。

　住宅改修理由書は、改修による改善内
容を具体的に記載したうえで適正に作成
されているか。

窓口での救急医療情報キット、介護マー
ク、地域資源マップ等の配布ができるよう
に、在庫管理を行っている。

新型コロナウイルス感染症等が急拡大し
た場合における、センター内での感染対
策を講じる体制がとれているか。

市が養成する介護予防ボランティアとの
定期的な情報交換の場を設けている。

介護予防事業（市主催事業・としとらん
塾・出前講座等）について、地域で周知
し、介護予防事業の認知向上に努めてい
る。

平均点数・個数

平均点数・％

要介護認定の代行申請にかかる書類は、
速やかに高齢者福祉課に提出している。

要介護認定の代行申請について周知を
図り、センター窓口で申請を受け付けてい
る。

介護予防に関する取組を推進するため、
地域の通いの場に出向いての講座の開
催や介護予防が必要な高齢者の状態を
把握し、サービス等へつなげている。
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センター指標 志津北部（自己評価） 志津南部（自己評価） 臼井・千代田（自己評価） 佐倉（自己評価） 南部（自己評価）

61-2

○ ○

職員及びその家族に感染の疑いや感染の可
能性がある場合、速やかに市や法人に連絡す
る体制及び経過表を管理者が作成し法人に報
告する体制を取っている。法人で作成した感
染症対策マニュアルをコロナウイルス5類に合
わせて見直し、作成しており全職員が感染症
についての研修に参加している。

○

職員で感染者が出た場合、市や法人に報告を
行い指示に従っている。感染の可能性のある
場合には行動制限をするなどの対応をしてい
る。

○ ○

職員およびその家族で感染の疑いのが出た
場合は、速やかに市や法人に報告を行い指示
がある場合は従っている。法人で実施している
感染対策研修に参加し、内容の共有を行って
いる。

6.0 6 6 6 6 6

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

99 99 99 99 100 98

99.0% 99% 99% 99% 100.0% 98%

43 42 44 42 44 45

56 57 55 57 56 53

1 1 1 1 0 2

全ての指標の◎または○の平均個数・個数

全ての指標の◎又は○の平均割合／割合

全ての指標の◎の個数

全ての指標の○の個数

全ての指標の▲の個数

センターで従事する職員の中で感染者
（又は感染の可能性がある者）が出た場
合、速やかに市及び法人へ連絡する体制
をとっているか。

◎又は○の平均個数／◎又は○の個数

◎又は○の平均割合／◎又は○の割合
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